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議   事   日   程 

 

令和２年第１回浜中町議会定例会  

                  令和２年３月１１日 午前１０時開議 

日   程 議 案 番 号 議      件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第２１号 
浜中町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第 ３ 議案第２２号 浜中町債権管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第２３号 
浜中町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第２４号 令和２年度浜中町一般会計予算 
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（再開 １０時００分） 

 

○議長（波岡玄智君） 前日に引き続き会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員は、前日同様であります。 

 

  

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 議案第２１号を議題とします。 

本案について提案理由説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２１号「浜中町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改

正する条例」の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。 

この度の条例改正は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い改正を行うものであります。 

令和元年６月１４日に公布された「成年被後見人等の権利の制限に関する措置の適正

化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年１２月１４日から施行さ

れ、成年被後見人等であるということを理由に不当に差別されないよう、欠格条項その

他の権利の制限に係る措置の適正化を図るため、必要な措置を講ずることとなりまし

た。 

このことから、印鑑登録に関しましても一律に登録資格から排除する仕組みを改め、

ふさわしい能力を備えているかどうかについて、個別的・実質的な審査を行うことで 

◎開会宣告 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎日程第２ 議案第２１号 浜中町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 
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登録ができるよう、必要な改正を行うものです。 

なお、この改正条例は、公布の日から施行するものとしております。 

 以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第２１号の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 議案第２２号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２２号「浜中町債権管理条例の一部を改正する条例につい

て」提案の理由をご説明申しあげます。 

この度の条例改正は、本年４月１日より施行される民法の一部を改正する法律による

債権関係の規定の見直しに伴い、法定利率５パーセントから３パーセントに引き下げ、

３年ごとに見直す変動制に改めることから、関連規定を整備するものです。 

◎日程第３ 議案第２２号 浜中町債権管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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条例改正の内容につきましては、第８条第１項第３号中、年５パーセントを法定利率に

改めるものです。 

なお、この条例は、令和２年４月１日から施行するものとしております。 

以上、提案の理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから議案第２２号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２２号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２２号を採決します。 

諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 議案第２３号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２３号「浜中町企業職員の給与の種類及び基準に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」提案の理由をご説明申し上げます。 

本案につきましては、平成２９年５月１７日に公布された地方公務員法及び地方自治

法の一部を改正する法律に伴い、浜中町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

条項の一部改正をしようとするものであります。 

◎日程第４ 議案第２３号 浜中町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 
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条例の一部改正に係る概要を申し上げますと、現任用対象の非常勤職員等について、会

計年度任用企業職員の給与に関する制度に移行し、その給与についての規定を整備しよ

うとするものであります。また、その基準については、浜中町会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例を準用するものであります。 

なお、施行期日につきましては、令和２年４月１日から施行することとしております。 

以上、提案の理由をご説明いたしましたので、よろしくご審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君）これから議案第２３号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２３号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 議案第２４号を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第２４号「令和２年度浜中町一般会計予算」につきまして、

提案の理由をご説明申し上げます。 

 予算の総額は、１０９億７９７４万３０００円と定め、前年当初より、２８.３％、

◎日程第５ 議案第２４号 令和２年度浜中町一般会計予算 
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２４億２１７０万５０００円の増額となります。 

 令和２年度予算につきましては、「第６期浜中町新しいまちづくり総合計画」を指針

として、町民の皆さまの声にしっかりと耳を傾け、「共に創る」共創のまちづくりを基

本に、本町ならではの個性豊かで持続可能なまちづくりに向け、諸施策を推進してまい

ります。 

本年度予算の特色につきまして主なものを申し上げますと、歳出では、２款総務費、 

新庁舎建設に要する経費で、継続事業である「新庁舎等建設工事」１６億５５８万２０

００円、同じく「庁用備品購入」８９２８万円、３款民生費では、社会福祉法人浜中福

祉会に要する経費で「社会福祉法人浜中福祉会補助」２５０５万２０００円、４款衛生

費では、じん芥処理に要する経費で、資源物収集車両１台の更新に伴い「清掃車両購入」

２５１３万５０００円、５款農林水産業費、１項農業費では、農業後継者対策に要する

経費で「後継者就業交付金」４２０万円、農業基盤整備に要する経費で「浜中姉別地区

道営農道整備事業負担金」３３７５万円、同じく「道営草地整備事業負担金」１５００

万円、２項林業費では、林道に要する経費で、新たに林業専用道円朱別共生線開設に伴

い「林道開設工事」２２９４万円、３項水産業費では、漁業後継者対策に要する経費で

「後継者就業交付金」１０８０万円、栽培漁業に要する経費で、「浜中町ウニ種苗生産

センター建設工事」７億１６７１万６０００円、同じく「施設用備品購入」８７６９万

２０００円、防災ステーション管理に要する経費で、庁舎移転に伴い「津波防災ステー

ション移転工事」２６１０万円、 ６款商工費では、ルパン三世地域活性化プロジェク

トに要する経費で、「ルパン三世地域活性化プロジェクト運営費補助」１４８５万円、

７款土木費では、町道維持管理に要する経費で「町道維持業務委託料」５０００万円、

「町道除雪業務委託料」４０００万円、「町道維持補修工事」４０００万円、公営住宅

建替に要する経費で、茶内団地新築に係る「公営住宅新築工事設計業務委託料」２６０

０万円、同じく茶内及び浜中団地の「建物解体工事」６５００万円、公営住宅等ストッ

ク総合改善計画に要する経費で、霧多布団地改善工事に伴い「公営住宅長寿命化型改善

工事」２億４０００万円、８款消防費では、避難施設等建設に要する経費で、継続事業

である地域防災センター、避難道路、拠点避難地、防災広場等の建設に伴い「避難施設

等建設工事」１５億３１４５万円、９款教育費では、小学校管理運営に要する経費で、

浜中小学校トイレ改修及び霧多布小学校暖房改修などに伴い「校舎等補修工事」８８４

８万４０００円、中学校管理運営に要する経費で、霧多布及び散布中学校教員住宅改修
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などに伴い「校舎等補修工事」２１６８万６０００円、１０款公債費は、８億７７６４

万６０００円、１１款給与費は、１２億３６２１万１０００円を計上しております。 

なお、各特別会計への繰出金につきましては、国保会計に４４４７万円、後期高齢者

会計に２２０２万６０００円、介護保険会計に７２５０万円、診療所会計に１億４２４

４万４０００円、下水道会計に２億８０８３万６０００円、水道事業会計に５４３１万

９０００円、合計６億１６５９万５０００円となっております。 

一方、これら歳出に要する財源につきましては、地方財政計画で示された伸び率等を

勘案し、地方交付税は前年当初より４０００万円増の３１億８０００万円、地方譲与税

は前年同額の１億１９３０万円、利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付

金は７０万円減の３３０万円、地方消費税交付金は７８０万円減の１億９８０万円、環

境性能割交付金は新設で１９２０万円、地方特例交付金は１０万円増の２００万円とな

り、これらは歳入総額の３１.３％を占めております。 

また、町税は、現在所得申告をとりまとめ中でありますが、前年度最終見込みを基に

全体で４３１４万３０００円、５.８％増の７億７５７６万９０００円で、歳入総額の

７.１％を占めております。国・道支出金は２億３２１２万９０００円増の１３億２０

０２万９０００円、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入は合計で７８９万

３０００円減の４億８８５２万４０００円、寄附金は、ふるさと納税の前年度実績見込

みを勘案し、２億円増の３億３０３万円、繰入金は、ふるさと納税基金、公共施設整備

基金などからの繰り入れを実施し、１０億５７０３万９０００円増の１２億３３１１万

３０００円、諸収入は、備荒資金組合基金支消金の減などに伴い、３億６６２１万３０

００円減の７９０６万８０００円、町債につきましては、１２億４２１０万円増の３３

億４５２０万円で、このうち建設事業等に係る借入額は３０億３３１０万円となってお

ります。 

また、今年度の予算編成にあたっては、前年度と同様に留保財源を最小限に留め、特

に地方交付税は、できる限りの予算措置とさせていただき、不足分については財政調整

基金などの繰入金を計上し、基本的には年度間予算として執行する所存であります。 

全般的な財政状況といたしましては、依然として人件費・公債費が高水準であること、

地方交付税の増額が見込めないなど、今後も厳しい財政運営が続くことが予想されるこ

とから、財源の見通しを見極めた事業の執行と経常経費の節減に努めてまいります。 

 次に「第２表債務負担行為」につきましては、北海道市町村備荒資金組合のパソコン
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及び車両譲渡代金の支払契約に係るもので、期間は令和３年度から令和６年度までと

し、限度額はそれぞれの購入価格に対する利率１.０％の年賦金の合計額に相当する額

から令和２年度の年賦金を控除した額で設定しようとするものであります。 

「第３表地方債」につきましては、本年度、地方債を財源とする各事業の借入限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法について定めようとするものであります。 

以上、議案第２４号について提案の理由をご説明いたしましたが、詳細につきまして

は、企画財政課長より説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） （補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第２４号の質疑を行います。 

質疑の都合上、歳出３８ページ第１款より順次行います。 

第１款議会費の質疑を行います。 

ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第２款総務費の質疑を行います。 

ありませんか。 

２番田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） 数点お聞きしたいと思います。まず、４３ページ、庁舎維持管

理に要する経費の需用費の光熱水費は、先ほどの説明で新庁舎に移った後の分という説

明だったと思うのですがそれで、間違いないかどうか確認させてください。昨年より４

１３万５０００円の増の内容を教えていただきたいと思います。 

次に、５３ページ、空き家等対策に要する経費の除却補助、５００万円は前年度６月

補正で４件分でしたが、今回１０件分を見込んだということであります。それで、前年

度４００万円のうち、１５０万円が減額されておりますが、実質５件解体されたと理解

しますが、地区別の件数がわかれば、教えていただきたいと思います。併せて、本年度

１０件分の予算でありますが現在予定している件数を地区別でわかればお知らせくだ

さい。 

５５ページ、町有施設管理に要する経費の委託料でありますが浜中町公共施設長寿命

化計画で、先ほど書ききれませんでした。保健衛生施設ということですが施設名を再度
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ゆっくり説明いただければと思います。 

それと５７ページ、その他町有財産に要する経費の旧勤労青少年ホームの防水という

ことなのですけれども、昨年６月に修繕費１７２万４０００円で、一部雨漏り対策をし

ております。それで、今年度５５０万円の内訳と、この勤労青少年ホームの使用目的は。

また、この施設の耐震診断はもう済んでいるのかどうか。済んでいるのであれば、その

結果もお知らせいただきたいと思います。 

それと６３ページ、地域振興に要する経費の結婚祝金及び出産祝い金は３０組と５０

人ですが前年度の実績は。それと消耗品費は前年度１６万円で、本年度６０万４０００

円と増えているのですが、お試し住宅等にかかるものかなと思うのですが、内容を教え

ていただきたいと思います。それと、普通旅費１２６万４０００円。これも、前年対比

増えているがその内容は。それと移住フェアブース出展料１６万５０００円及び車借上

料等移住フェアブースに係る内容についてお知らせいただきたいと思います。 

それと高齢者事業団の作業委託料１３万２０００円は、昨年も私伺っております。そ

れで、地域振興費での計上はどうなのですかとお尋ねしたところ、内部で検討しますと

答弁いただいておりますので、検討結果を御説明いただきたいと思います。 

それと８１ページ、戸籍住民登録事務ですが、５万５０００円で外国語翻訳機という

項目がございます。多分、外国語を話される方の言葉を機械が翻訳する装置かなと思い

ますが、５万５０００円で何台分購入になるのか。それと何カ国語に対応しているもの

なのか。支所にも多分外国人が来ることがあると思うので、支所にも設置するのかなと

思いますが、説明をいただきたい。以上、お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） この際、暫時休憩します。 

（休憩 午前１１時５８分） 

（再開 午後１時００分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第５ 議案第２４号の質疑を続けます。 

総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） まず、庁舎維持管理に要する経費、４３ページの需用費の光

熱水費６９７万１０００円につきましては、旧庁舎と新庁舎、それぞれの今後見込まれ

る経費をそれぞれ計上してございます。内訳は、旧庁舎分としまして、２３６万５００

０円ほど。それから、新庁舎につきましては４６０万４０００円ほどでそれぞれの見込
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み経費を計上してございます。 

続きまして、５５ページ、町有施設管理に要する経費の浜中町公共施設長寿命化計画

策定業務委託料５００万円の対象施設はとの御質問ですので、それぞれの施設名をお答

え申し上げます。まず、子育て支援施設として５棟、これにつきましては、茶内保育所、

霧多布保育所、浜中へき地保育所、散布へき地保育所、姉別へき地保育所、それから医

療施設としまして、５棟、茶内診療所、茶内診療所は閉所にはなってございますけれど

も、この調査の中には含まれるということで、御理解いただきたいと思います。そのほ

かは茶内歯科診療所、浜中診療所、浜中歯科診療所、それから、浜中診療所長の住宅で、

５棟になってございます。それから、供給処理施設８棟を調査の対象としています。個

別に申し上げますと、衛生センター、じん芥焼却場管理棟、清掃車両管理車庫、浄化槽

汚泥等処理施設、廃棄物最終処分場浸水水処理施設、資源ごみストックヤードリサイク

ルセンター、ストックヤードということで８棟ございます。それからその他の施設とし

て１棟ございますが、これは斎場がこの調査対象でございます。 

続きまして、５７ページ、その他町有財産に要する経費の工事請負費、施設改修工事

でございます。旧勤労青少年ホームの修繕に係る工事費ということで、計上させていた

だいておりますが、議員のおっしゃるように昨年、応急的な措置ということで、屋上の

防水工事を実施させていただいております。この旧勤労青少年ホームの屋上をこの度、

全面ウレタン塗膜防水工事によって、完全に防水処理を行いまして、その中の新たなも

のを含めた展示物を保護するためにも、屋上の防水を行なおうとするものでございま

す。それで、耐震診断の関係はということでも御質問あったかと思うのですけれども、

耐震診断につきましては、この施設、旧勤労青少年ホームは、昭和５９年に新築されて

いるということで、５６年以降の建築となっているため、耐震基準を満たしていて、構

造上は問題ないと考えているところでございます。私の方からは以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 防災対策室長。 

○防災対策室長（石塚豊君） 予算書５３ページの空家等対策に要する経費の補助金、

浜中町不良空家等除却補助金、５００万円についてお答えいたします。初めに、令和元

年度の状況でございますけれども、１件当たりの補助金５０万円の８件分ということ

で、４００万円で予算計上させていただいておりましたが、解体の実績といたしまして

は、５０万円の５件分ということで２５０万円の実績となってございます。この５件分

の地区別の内訳でございますけれども、霧多布市街で２件、茶内市街で２件、奔幌戸地
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区１件の計５件になってございます。次に、新年度でございますけれども、新年度も補

助金５０万円分の１０件分で、５００万円計上させていただいております。この１０件

の内訳でございますけれども、まず、解体の意向を示しながら、諸事情により解体でき

なかったものが５件ございました。それと、現在のところ新規に解体を行いたいと問い

合わせがあるものが３件、合わせて８件、余裕分２件で、合計１０件と見込んでござい

ます。現在、解体意向８件の地区別内訳でございますけれども、霧多布市街が３件、ほ

か茶内市街、散布、琵琶瀬、榊町、奔幌戸、各１件の計８件となっております。以上で

す。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ６３ページ、地域振興に要する経費の質問にお答え申し

上げます。まず結婚祝金と出産祝金の実績でございます。令和元年度につきましては、

２月末現在で答弁申し上げます。元年度、結婚１６組、出産３９名です。ちなみに前年

度の３０年度は１５組の４３名、２９年度は１５組の４１名、２８年度は２１組の４３

名となっているところでございます。 

それと、旅費等と需用費の消耗品でございます。普通旅費１２６万４０００円、前年

当初と比較しまして７８万１０００円、増えているところでございますけれども、この

普通旅費は主なところで日本ハムファイターズの応援大使事業で、３４万８０００円。

それと、北海道暮らしフェアが大阪で開催される予定で、そちらに２名分で３７万２０

００円見込んでおります。こちらが増となった大きな要因でございます。 

次に消耗品ですが、前年度当初と比べまして５４万４０００円増えております。消耗

品は、ファイターズの応援大使事業で３３万円。それと北海道暮らしフェア、ふるさと

回帰フェアで現地へ行って、各自治体でのぼりを立てたり、職員がはんてんを着たりし

てＰＲしていますので、本町も同じようにのぼりを作成しようと考えてございます。そ

ちらが１５万円、あわせて４８万円になりますので、こちらの関係で増えているという

形でございます。 

それと、ファイターズの関係で先に、使用料及び賃借料の車借上料のお話しをさせて

いただきます。応援ツアーを企画してございます。現在のところ８月２２日を予定して

おり、バスツアーのバス借上料で３０万円を予定しております。それと、移住フェアブ

ース出展料１６万５０００円、これにつきましては、大阪で開催されます北海道暮らし

フェアの出展に係るブース料で１６万５０００円と見込んでいるところでございます。 
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最後に、高齢者事業団作業等委託料については、昨年、新年度予算の質疑の中で私が

検討すると答弁したと私も記憶しております。実際、商工観光課と協議させていただい

ております。もともとは自治会、町内会で地域に花を植えてきれいにしよう、地域振興

に資するようにということでの活動から始まった花壇の整備だと思っておりますけれ

ども、高齢化等の状況によって、町内会等で整備ができなくなってきたということで、

一部で花を植えることができなくなった部分もありますし、残った部分はできないので

町の方でとお話をされて事業団に委託しているところでありますけれども、当初の趣旨

を鑑みまして、このまま振興費で地域振興に要する経費で当面予算計上していこうと協

議したところでありますので御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） ８１ページの戸籍住民登録事務に要する経費の備品購入

費、音声翻訳機購入に関する御質問にお答えいたします。今回導入する翻訳機の台数は

２台でございます。対応言語につきましては、７４カ国語に対応する機械となっており

ます。それと、支所にはという御質問でございましたけれども、まず今回は外国人の住

民登録事務は現在のところ、本庁にて一括で実施しているということから、まずは本庁

に導入をしたということでございます。ただし、今後、外国人の方々の支所への来庁、

それと窓口サービスという観点からも本庁で導入した後の利用状況、活用状況等も見な

がら十二分に検討していけると考えております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） まず、４３ページの光熱水費、旧庁舎で２３６万５０００円、

新庁舎で４６０万４０００円くらいの見込みだという話ですが、新庁舎でこれだけかか

るということは、実質、新庁舎での光熱水費は年間考えるともっと跳ね上がるという事

ですよね。多分ね。新庁舎に移ってからの分の１月から３月まで３カ月分だと思うので

すけれども、年間としたらどれくらい見込んでいるのでしょうか。地中熱使って省エネ

の庁舎かなという思いがあるのですが、その辺どう考えておられるか。 

それと、空家については理解しました。 

旧勤労青少年ホームは、確認ですけれども、去年１７２万４０００円を使った部分は

今回の５５０万円に入っていないという理解でいいのか、それとも、そこも含めて全面

ウレタン塗膜するという事なのかその確認をさせていただきます。また、使用目的はと

いうことで聞いたのですが、今現在、モンキー・パンチ先生のいろいろな遺品等を展示
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するのに使うという理解でいいのかなと思いますが、今後ルパン三世のミュージアム的

なものとして、運用していく方向で考えているのか。仮にそうだとしたら、今後想定さ

れる維持管理費、修繕料ですとか、場合によっては改修となってくるのか。その辺の維

持管理費はどれくらい考えておられるのかも伺っておきます。 

地域振興費のファイターズの関係と移住定住フェア等ですが、ファイターズの応援ツ

アーは町のピンクバスではなく、営業車を借り上げると理解していいのか。これにはピ

ンクバスは使いませんということなのか。確認させてもらいます。 

あとは高齢者事業団ですが、趣旨からいって理解はしています。していますが、事業

団に委託している植栽桝の数は何桝くらいになるかわかれば教えてもらいたいのと、当

初の趣旨からいって、住民でできなくなったので公費でという内容なのだろうと思う

が、ほかの地区でも花壇整備はやっています。うちの地区もそうなのですけれども、そ

の趣旨からいくと、仮に茶内もできなくなったので高齢者事業団でお願いしますと来た

場合には、そういう対応をとる方向でいいのかどうか。それを、確認させてもらいます。 

音声翻訳機については、すごいですね。７４カ国ですか。窓口対応であれば、茶内も

農村地区に結構外国の方がおりますので、たいした金額ではないので、必要であれば考

えていただきたいと思います。以上、お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） まず、４３ページの光熱水費ですが、内訳で先ほど新庁舎で

４６０万円ほど要すると申し上げましたけれども、実質工事が今年末に終了しまして、

その時点から検定等に向けて電気を稼働させていく事もありまして、４カ月分を実は見

込んでいます。１２、１、２、３月の４カ月分を見込んでおります。大きくは、電気料

が大部分を占めていて一般電灯で約５０万円弱と、空調につきましても４６万円ほど電

気料を要するだろうというような試算をしておりますので、ひと月当たり大体１００万

円前後の電気料がかかってくるかなということで、先ほど言いましたように４カ月分と

いうのは大きくは４００数十万円の増加分ということでございますけれども、年間を通

じ、単純にいきますと１２００万円くらいの電気代という事になります。 

それから、５７ページの工事請負費、旧勤労青少年ホームの関係でございますけれど

も、今回全面改修するというところは、去年の応急的にやった部分を含めて、屋上を全

面的に、がっちりやるといいますか、応急的な部分も効力としてはまだ持っているとは

思いますけれども、その辺も全部含めて、屋上を全面改修するということでございます。 



 - 14 -

それから、大きな目的でございますけれども、モンキー・パンチ先生コレクションと

いうことで、昨年、突然御逝去されまして、以前使っていた所蔵品、そういったものも

新たにモンキー・パンチコレクションに寄贈していただいているということがあるもの

ですから、そちらの方を新たに展示するというブースも設けるということでございます

ので、展示品の保護も含めて、屋上防水処理工事をするということでございます。それ

から、今現在としてはコレクションの方からは、旧ホームの施設使用の契約というので

しょうか、こちらは令和元年から令和３年度までの３カ年、令和３年度末ですから令和

４年３月末までは、使用契約を結んでおります。今回屋上防水を施工するということに

なりますので、当然に契約の更新も考えられてくるのかなということではありますけれ

ども、譲り受けたコレクション・貯蔵品をしっかりと守り、展示物の安全確保、貴重な

品物ですので屋上防水を全面施工しながら、施設の２階部分も含めて工事するため、今

回予算計上させていただきました。少し説明が回りくどくなりましたがそういった内容

で改修するということでございます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ６３ページ、高齢者事業団作業等委託料の関係で答弁申

し上げます。茶内地区につきましては、自治会で花を植えていただいているところであ

ります。地域のコミュニティーを考えますとできる限り地域で植えていただきたいとい

う思いはありますが、そういった中で何らかの事情でそういう活動ができなくなったと

なりますと、同じように、高齢者事業団へ委託する予算措置も考えていかなければいけ

ないと思っているところでございます。なお、植栽枡の数ですが、申し訳ございません、

この場で押さえておりませんので後ほどお示しさせていただきたいと思います。 

それと車借上料３０万円の関係でございます。当初、応援ツアーの企画に当たりまし

て、町のバスを活用することも検討したところですが、結果から申し上げますと、旅行

業法に抵触する恐れがあるということで、NG が出されました。ですので、これは、ピ

ンクバスに変わるということなく、３０万円の範囲内で民間の営業バスを借り上げ、最

後まで行かせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） 音声翻訳機の御質問にお答えさせていただきます。先ほ

ど申しましたとおり、今回は本庁の窓口で、先ほど住民登録のお話を申し上げましたけ

れども、現状を話しますと実際に転入出の届け出にこられる際、技能実習生方が多いの
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ですが、その際には実際に働いているところの方が付き添ってこられているケースがほ

とんどであります。ただし、今後に向けては、やはりその窓口で職員とその外国人の方

がその翻訳機を使いながら会話をする。たとえば浜中町に関して聞きたい事だとか、そ

ういったことが瞬時に出てくるわけですから、そういう観点からしますとやはり先ほど

申しましたように、茶内、浜中支所での活用ということも考えていかなければならない

と思いますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） 旧勤労青少年ホームなのですが、昨年の１７２万４０００円は

何だったのか、ということですよね。そこ以外をさらに同じような工法でやるのかなと

思っていたのですが。昨年、展示物があるので、雨漏り対策をするという話で１７２万

４０００円の予算だったと思うのですけれども。その上からなのかそこの部分を取って

からやるのかわからないけれども、全面改修するという予算だと思うのですけれども、

どうもちょっと納得はできません。とりあえず契約上は、今はまだ使うという話ですけ

れども、今後もルパンを使ってのまちおこしは続いていく訳で、そこをどう考えている

のかなということなのですよ。もっと言えば、庁舎ができることによって、文化センタ

ーの今、教育委員会が入っているところなど、文化センターで空きスペースが多分相当

数出てくるのかなと思うのです。今後もずっと旧勤労青少年ホームを１０年、１５年ル

パンのミュージアムとしてやっていくという方向であれば、今後さらに、補修費なり維

持費は、当然かかってくると思うのですよ。そこら辺も見込んでいるのですか。その上

で使用するという方向性なのですか。難しい答弁なのかもしれませんが、そこら辺まで

やっぱり考えておく必要があるのかなと思うのですよね。場当たり的に雨漏りが出たか

ら補修する、例えば、壁がどうにかなったから補修するという方向でやっていくという

のはどうも先が見えないというか、そういう目的で使うのであれば、しっかりその方向

で、考えていく必要があるのかなと思うので改めて答弁をもらいたいと思います。 

高齢者事業団ですが、ほかの地区でそうなったらそう対応するしかないですよという

答弁ですが、そうではないと思います。１３万２０００円ですよ。ですけれども、そう

いうものが霧多布の花壇整備に、使われていますよっていうことが実際作業されている

方、足痛い、腰痛いと言いながらみんな頑張ってやってくれた方にそれが知れたら、我々

もそうしてもらったほうがいいのではないのとなってくるのは目に見えています。です

から、この予算科目じゃなく、湯沸に行くのに観光客も通るわけですから、観光費で見
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たほうがすっきりするのではという思いで、去年も伺っていますが、あくまで振興費に

こだわるのであればその方向で構いませんけれども、再度答弁もらいます。もっと言え

ば、何桝なのかわからないけど、いっそ予算を執行しないで見ればいいのではないです

か。その年、草がどのくらい生えて、その周りの人がどう考えるのかっていうことも、

やってみるのもの一つの手かと思いますけれども、答弁いただきたいと思います。あわ

せて、今後もこれでいくという方向なのかどうか。伺っておきます。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（齊藤清隆君） はい。５７ページの工事請負費、旧勤労青少年ホーム改修工

事の件でございますけれども、これはルパン三世活性化プロジェクトからの要望もござ

いまして、昨年亡くなられたモンキー・パンチ先生の生家のすぐそばであるということ

から、どうしてもそのホームでの展示がふさわしいということで、昨年、改修もいたし

ましたけれども、今後１０年２０年と恒久的に今モンキー・パンチ先生からいただいて

いるコレクションを保存すると。それと、展示も含めた中で、今後町の活性化の中でル

パン三世を押していくという観点からの改修となりますので、御理解を願いたいと思い

ます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ６３ページ、１３万２０００円の関係でございます。観

光費でというお話をいただきました。確かに霧多布１の通りは、湯沸岬行くためのメイ

ンストリートで１番目立つ通りでございます。見て御存じのとおり植栽桝が活用されて

花が植えられている部分はかなり少なくなってきております。観光費で見るということ

になれば、観光客に気持ちよくその道路を通っていただくと、そういうきれいなまちだ

よとＰＲすることを考えなければいけないと思うのですけれども、現状のわずかの部分

だけで、観光費という判断には至らないだろうなと。観光費に予算措置するのであれば、

きちんと端から端まで整備されて、そういった状況であれば観光費ということも考えら

れるのではないかと。現状の中では、先ほど答弁申し上げましたけれども、当初の目的

もありますので、地域振興に要する経費で予算措置をせざるを得ないだろうと思ってお

ります。また執行しないで放置、放置というのは言い方が悪いのですが、行政として草

が生えたままにしておくのは、これはいかがなものかなと思いますので、放置はできな

いと思います。できる範囲で、できるところはやっていくこれは環境美化で行政として

やっていかなければいけないものだと思います。そういった中で、地域の方が地域のコ
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ミュニティー活動も含めて、自分たちの住んでいるまちをきれいにしましょうと。きれ

いに保ちましょうということを含めて、道路の花壇を地域で整備していただいていると

いうふうに私どもは捉えさせていただいております。そういった中で地域がその活動が

できないというのであれば、町の美化を守るために行政で予算措置をすることは、考え

ていかなければ、そういう方向も当然ありうると考えていますので、現状としては、繰

り返しになりますけれども、振興費で予算措置をさせていただいて、ある部分はきちん

と維持するということで、取り組ませていただきたいと思っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） １番川村議員。 

○１番（川村義春君） ５、６点について質問をさせていただきます。まず４３ページ

から４５ページにまたがりますけれども、ふるさと納税に要する経費に関わって御質問

をさせていただきます。まず４３ページのふるさと納税返礼品、９０００万円を見てお

りますが、前年度当初は３０００万円で、６０００万円増えています。それで、今回の

９０００万の予算計上は、歳入の３億円に対する３０％部分と理解しておりますけれど

も、寄付してくださった方に対して、以前にも私言っているのですけれども、返礼品だ

けじゃなくて、一筆啓上すべきではないかということで、お話ししているのですけれど

も、今回も予算説明の中で、事業指定分が３億８５４万８０００円。これを充てていま

す。それが歳出の事業ごとに漁業振興だとか、商業部分だとか、観光部分だとかいろい

ろありましたね。ですから、せめてそういった部分に返礼と合わせてきちんとお礼をす

ると。こういうふうに使わせてもらいましたということが必要だと思うのですよ。それ

で、根室市は、寄付してくださった方々に対して、東京都心で感謝祭を催したり、そう

いうことをやることによってもっともっと増えてくるのですよ。浜中の特産品も紹介で

きるしね。そういった努力は絶対必要だと思うのです。人件費的に、そういうことをや

るとなれば大変苦労も人を増やさないとそういうことをできないこともあるかもしれ

ないけれども、簡単にできる方法は、例えば町のホームページを通して寄付を募ったり

するわけですから、ホームページにこの部分に使わせてもらいました。全国の皆様へと

いうことでね。ホームページで、お礼を申し上げるだとか、そういうことも必要な事じ

ゃないかなと思っています。この返礼品は、事業所を増やすということも、私は必要だ

と思っているのですけれどもね。 

次に４５ページの委託料、ふるさと納税支援業務委託料、５０４６万９０００円。前
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年当初が１３１０万２０００円でしたから、３７３６万７０００円増えている。この内

容は、どのような内容なのでしょうか。事業所に何らかの事をやっているのかどうか。

この内容について、特定のふるさとチョイスだとかそういった部分に対する支援委託

料、あるいはサイトを増やすというものなのか、その辺を詳しく教えていただきたい。 

その下の積立金、３０年度末では１億２２５４万４０００円の基金がありましたけれ

ども、現在の基金残高をお知らせいただきたいと思います。ちょっと多いですけどもよ

ろしくお願いします。 

それから、５１ページ、新庁舎建設に要する経費の備品購入費の関係でございます。

工事関係については、３期目の事業と理解しておりますので、遺漏のないように工事を

進めていただきたいと思っていますけれども、この備品購入の内訳は、どういったもの

を購入する予定でいるのか。それと、全員協議会の時にお話をしたのですが、備品配置

の平面図、１階のどの辺にどういったものを置くだとか、２階であればどういったもの

を置くだとか、３階ではどういうものを置くのかというような平面図は提出可能でしょ

うか。議長の許可を得なければならないのですが、お許しを得ながら今議会中に平面図

が出せるのであれば出していただきたいと思いますが、議長の判断でお願いします。 

それから、５７ページのその他町有財産に関する経費の施設改修工事の５５０万円。

これは２番議員からも話が出ておりました旧勤労青少年ホーム、屋上防水改修工事。私

も全く２番議員と同じ考えなのですよね。それで、私は、釧路沖地震があった時に担当

でした。あそこの鉄で出来ている階段がこんなに開いたのですよ。あれは、軽量鉄骨で

出来ているので構造上、耐震は問題ないと言われるかもしれませんが、横揺れに弱いの

ですよ。はっきり言って。そういった施設にまたお金をかけるのはいかがなものか。ま

してやルパンの展示物を。大変貴重なものでしょう。それを守らなければならない。潰

れてしまうのです。多分。大きな千島海溝沿クラスの地震が来たら。私はそう思うので

すよ。だから、その辺を慎重にやらないと。それと、ルパンコレクションに対する保険

は、そこに貯蔵しておいたものが、壊れたとか、潰れたとかの場合は、当然、町の保険

が適用されるとは思うのですけれども、その保険で済むようなものではないと思うので

すよ。だからそういったことを慎重に考えて対応していただきたいなと思います。です

からその辺の考え方について、もう一度答弁をいただきたい。 

それから、６１ページ、茶内支所運営に要する経費の備品購入費、１６５万９０００

円。庁用備品７３万５０００円、施設用備品が、９２万４０００千円。庁用備品につい
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ては前年と同じぐらいですが、施設用備品が９２万４０００円と皆増になっておりま

す。これの内訳をお知らせいただきたいと思います。 

それと８１ページ、戸籍住民登録事務に要する経費の１２節委託料、戸籍電算化業務

委託料で、８１６万２０００円皆増ということで、戸籍電算化業務については１０年ま

でいっていないのですけれども７、８年ぐらい前には、すべて電算化されたと理解して

おりまして、これはなんだろうなということを思っておりましたら、今日の説明では、

戸籍法の一部改正によるシステム改修費と新庁舎への移転費用と聞いたのですけれど

も、これについて詳しく詳細にわたって仕組みとかそういうものがあれば教えていただ

きたいと思います。これは、お願いであります。 

それからもう１点。前年度予算で各種計画策定に要する経費がありまして、そこの委

託料で３３０万円、これは人口ビジョン、地方版総合戦略策定ということでありました。

その成果品はもう出来ているのではないかなと思っているのですが、その成果品の概要

とか、冊子がもう出来ているとすれば、冊子の配付だとか説明はいつ行われるのか。３

月末ですから、３月末までにはもう出来ていると思うのですけれども、忘れているのか

どうか。それを基に総合計画が策定されていると思いますしね。その辺の状況について

お知らせをいただきたい。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 一時会議を中止します。 

（中止 午後１時４８分） 

○議長（波岡玄智君） 会議を再開します。 

（再開 午後１時４９分） 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） まず、予算書の４３ページから４５ページにかけてのふるさ

と納税の関係からお答え申し上げます。まず、返礼品９０００万円は、寄付３億円で予

算計上させていただいております。今年、最終的に３億６０００万円を超える納税額が

あるかなという中で、３億円ということで予定見込みしたところです。それで、議員が

おっしゃったように、多くの方々から浜中町の応援ということで寄付をいただき、先ほ

ど事例として根室市、また白糠町もそうですけれども、感謝祭という形で、首都で催し

も行っているということでございますけれども、そういう形でやれるかどうか、なかな

か人的な部分ですとか業務的なことを考えると難しいところはございますけれども、ホ

ームページの中でいろいろとこういう形で使われたですとか、発信できるようであれ
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ば、積極的に発信していくということで考えていきたいと思っております。それで、そ

の中での関連で４５ページの方に渡りました支援業務委託料、これの関係でございます

けれども、これにつきましては、昨年も２社ほど増やしましたけれども、サイトで今現

在でいきますと、ふるさとチョイスと楽天、それから、昨年ふるナビと AU ワウマで現

在４サイト利用させていただいて、それぞれふるさと納税を募っているとこでございま

す。４サイトの、それぞれにかかる業務の委託の費用ということで押さえていただきた

いと思います。１番多いのは、楽天を通じての納税が多いということもございますけれ

ども、全体の４サイトの分の業務取扱の委託料ということで御承知いただきたいと思い

ます。それから、残高は企画財政課長に後ほどお答えいただくということで、私のほう

からまずふるさと納税の関係を整理させていただきます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ふるさと納税基金の残高でございます。３０年度、前年

度末の現在高１億２２５４万４０００円となっております。現在、令和元年度で予算措

置されております積立金、それと取り崩しを計算しまして、元年度末の現在高見込みが

３億９５１４万６０００円。令和２年度末の当初予算で見込んだ分の積み立てと取り崩

しを計算に含めますと、積立額は今予算で出ております１億７２９９万４０００円。プ

ラス利子の分１万３０００円。それと、取り崩し３億５９７８万８０００円を見込みま

して、２年度末の残高は、２億８３６万５０００円という見込みを立てているところで

ございます。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 続きまして庁舎の関係でございます。５１ページの庁舎建設

に要する経費の中の庁用備品購入の内訳ということでございますけれども、概要を申し

上げます。大きく分けますと、１階から３階までの配置をそれぞれ予定しておりますが、

オフィス関係で事務用デスク、それから、椅子、パーテーションですとかそういったも

のを含めて全体として２１３０万円ほど。それからスチール書庫を１階から３階にそれ

ぞれ配置する予定でございますが、だいたい９７０万円。それから、１階２階の来庁者

用の窓口カウンターの設置に要する費用として１６３０万円ほど。議会関係、議場の机、

椅子、議会関連の諸室の机、椅子等を含めて１７４０万円。それから、理事者室、町長、

副町長、教育長の応接の机、椅子を含めまして３７０万円ほど。それから、その他とし

ましては、会議用のテーブルですとか、来庁者待合用の家具、更衣室ロッカー、そうい



 - 21 -

ったものを含めて、全体では１９８０万円ほどで、大きくはそういった内訳で予算計上

させていただいてございます。あと、レイアウト、配置の関係でございますけれども、

今手元にございます。１階から３階までそれぞれのフロアに合わせた配置見取り図は、

持ち合わせがございます。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（齊藤清隆君） ５７ページの工事請負旧勤労青少年ホームの改修工事の件で

ございますけれども、私も、昨年１０月から急遽ルパン三世地域活性化プロジェクトメ

ンバーにさせていただきまして、今、旧勤労青少年ホームでやられている、ルパン三世

コレクションパート２がこの場所で本当に適当であるのか協議もいたしました。来年の

１月から文化センターの一部が空きますので、そちらの方がコレクションを展示するに

は、適切ではありませんかとの話もしたのですが、どうしてもモンキー・パンチ先生の

旧勤労青少年ホームに対する思いが強くて、協議しても最後はやはりホームに落ちつい

てしまうということです。 

繰り返しの答弁にもなりますけれども、去年、改修工事をしていただきましたが、と

りあえず今、モンキー・パンチ先生からいただいているコレクションを貯蔵する場所と

いう意味で、ホームの２階を使わせてほしいということですので、後ほど商工費にも、

コレクションの造成費に関しての予算も出てきますが、プロジェクトには、私のほうか

らも、再度議員が言われたとおり釧路沖地震での階段の損傷ですが、構造上の問題も承

知しておりませんでしたので、その辺も含めてプロジェクトで揉んで、再検討したいと

考えておりますので、御理解願います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） ６１ページ、茶内所運営に要する経費の備品購入費、施

設用備品購入の内容についてお答えいたします。まず今回、予算提案させていただきま

したのは、乗用式の芝刈機が１台、それから歩行式の芝刈機が１台でございます。乗用

式の芝刈機の金額は７５万９０００円。歩行式芝刈機は１６万５０００円ということで

御提案させていただいております。この購入理由を申し上げますと、茶内ふれあい広場

で草刈り作業を委託しております。主にそちらで使用しているわけでございますけれど

も、老朽化に伴って既存の機器が非常に不具合を生じていることから、新しい機械を購

入させていただきたいということでございます。 

続きまして、８１ページの戸籍住民登録事務に要する経費の戸籍電算化業務委託料８
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１６万２０００円の内容について御説明いたします。こちらの委託料でございますけれ

ども、まず、法律の改正に伴うシステム改修が２点ございます。まず１点目は、昨年５

月に戸籍法の一部を改正する法律が施行されまして、どういった内容かといいますと戸

籍にマイナンバーを情報連携するということで、戸籍法の一部が改正されました。それ

に伴う改修でございます。実際には、従来の戸籍の謄抄本による情報の証明手段と、マ

イナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて、戸籍関係情

報を確認する手段も提供を可能にするということで、戸籍とマイナンバー連携のためと

いうことで捉えていただけたらと思います。こちらの改修費が、１４９万６０００円で

ございます。もう１点同じく昨年５月にデジタル手続法ができまして、これに伴いまし

て戸籍の附票のシステムを改修する関係でございます。これはどういうことかといいま

すと、先ほどマイナンバーカードとの連携ということでお話ししましたけれども、こち

らの改修については、例えば日本におられる方が海外に転出されたと。そういった場合

には、住民票が切れてしまう。要はマイナンバーを、そのまま残して、例えば帰国した

際には、再度同じマイナンバーを使用できるように戸籍の附票のシステムを改修する必

要があるということで改修を行う内容となっております。こちらは、改修費が４９２万

８０００円となっておりまして、この２つを合わせまして６４２万４０００円の改修で

す。こちらは、社会保障税番号制度システム整備費補助金により、国庫補助金１０分の

１０で補てんされる形になっております。 

それから、新庁舎への戸籍関係機器の移設が残りのものでございます。まず、戸籍シ

ステム機器移設関係ネットワークの部分で９５万８７６０円。こちらはネットワーク、

それからルーター等の移設になっております。もう１点が、こちらも新庁舎へ戸籍副本

システムの移設、これが３３万８８００円で、戸籍副本データの管理システムを移設す

る経費となっております。あわせまして予算が８１６万２０００円となっております。

以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） ふるさと納税の関係でありますけれども、答弁は大体理解させ

ていただきました。寄付してくださった方に対してホームページを使って出す場合、本

当に浜中町に寄付をしていただいて本当にありがとうございましたから始まって、個別

に総体的にこういう事業に充填させて貰いましたということは出せると思うので、個別

に出していくことは大事かなと思いますので、それはぜひやっていただきたいと思いま
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す。 

それから、４５ページの支援業務の内容について４つのサイトに係る業務委託費用だ

ということであります。町長の執行方針の１ページから２ページで、言われていました

けれど、今年は３億５０００万円ありましたと。今後についても各種施策を進めていき

ますと、こういうふうに執行方針の冒頭で言われていました。それで、具体的な施策の

内容が見えてこない。私は先ほど言った支援業務委託料の中に、町内の事業所に対する

支援が入ってくるのかなと思っていたのですけれども、そういった支援はされるのかど

うか。希望があればすると言われるかもしれませんけれども、実際その事業所でこんな

機械があればもっと楽にできるかとか、こういう機械があればもう少し従業員を増やす

ことができるだとか、そういったことがあれば、雇用の場にも繋がる。私はそう思うの

で、その辺の考え方について、改めてお聞きをしておきたいと思います。 

それから、ふるさと納税基金の積み立ては、今残高は３億９５１４万６０００円ある

ということで、歳入の基金繰入金は３億５９００万円ありますので、これに果たして間

に合うのかなとちょっと聞いたわけであります。３億９０００万円あるのですから間に

合いますね。了解です。 

それから、５１ページの庁舎の備品ですけれども、配置レイアウト図があるのであれ

ば、議長のお許しを得て本議会中に配置図を示していただきたいということでございま

す。よろしくお願いします。 

それから旧勤労青少年ホームの話です。副町長の方から話がありましたように、再度

プロジェクトと協議してという話ですから、十分検討してそれでも大丈夫だということ

であれば、予算執行しても構わないのかなと思いますが、検討した上で文化センターに

空きがあるとすれば、私も文化センターが１番いいのではないかなと。確かに聖地に近

いというのはあるかもしれない。やっぱり一番町民が集まりやすい場所ですから、教育

委員会とも協議してもらわなければならないでしょうけれども、今でも一部置いていま

すから、だからそういった意味では、一番いい場所ではないかなと私も思いますので、

十分検討していただきたいです。 

６１ページについては了解です。 

それから、８１ページもわかりました。支障の無いように、移転を済ましていただき

たいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 
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○商工観光課長（戸井洋典君） まず１点目の事業者への支援の関係でございます。こ

れにつきましては、地域経済活性化促進奨励補助というのがございます。これは、新し

い機械を導入するとか、新しいパッケージ作るとかの際に対象となりますので、今年度

要望がございませんでした。中身については事業費の２分の１、上限額２００万円とな

っておりますので、もし希望があればこれを使って支援してまいりたいと思っておりま

す。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（齊藤清隆君） 旧ホームの関係でございますけれども、文化センターの担当

課長とも、プロジェクトの前にお話をさせていただきまして、十分展示可能だとお答え

もいただいておりますので、今後のプロジェクト会議の中で、協議して参りたいと思っ

ておりますので御理解願います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） いま商工観光課長の方から、説明のありました部分ですけれど

も、私は申請があれば出しますよということではなくて、積極的にその事業者に行って

もっと商品をたくさん作ってくれ、開発してくれとかそういった部分で働きかけをし

て、浜中町の地場産品、ふるさと納税の返礼品を多く作ることによって、もっと寄付者

が集まるのではないのかという想定で話していますからね。確かにそういう制度はある

かもしれないけれども、私はふるさと納税を確かにＰＲするという部分で道の駅という

のもあるけれども、道の駅は建物作ったりお金がかかる。しかし、お金をかけない方法

はこういうサイトを使ってＰＲして返礼品を多くすれば、根室市のようにたくさんの何

十億も寄付金がくるよと。今はそういう競争の時代ですよ。白糠町がなんで８０億円も

くるかと言ったらそこですよね。だから、そういった事業所をもっともっと活性化させ

る。そういう部分での答えが欲しかった。どうですか。 

○議長（波岡玄智君） 町長、副町長のどちらか責任のある御答弁をいただきます。 

町長。 

○町長（松本博君） まず、加工品ですよね、どんなもの作っていくのか。見方はふる

さと納税があるからではなくて、やはり加工品開発だと思うのです。まずそのために応

援して、ふるさと納税は後からついてくるものだと思うのです。ですから、最初に加工

品開発が先だと思っていますから、そんな支援ができるかと言ったら、今の商工観光課

長がそういう制度もありますよというお話だったと思うのです。やはり、ふるさと納税
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を使って新たなものをつくるのはちょっと難しいのかもしれません。私はそう思ってい

るのですよ。今、確かに浜中町のふるさと納税の品目は、相当増えました。数あります。

みんなハーゲンダッツと違ってそんな大きくないですけれども、しっかり検討している

のだと思っています。あれほど品目が上がると思っていませんでしたから、これからも

応援する意味からすると、ちゃんとした開発をしていくことが、まず最優先だろうと思

っています。そんなところで支援できないかなと思っています。そしてそれができると

すれば、ふるさと納税の品目に上がっていく、そういう順番ではないかなと私は思って

います。もし違うとすれば、また新たなことがあるとすれば考えていきたいですけれど

も、まずそれが最初だと思っています。是非、加工もされている方々に頑張ってもらい

たいと思っています。 

特に白糠町ですとか根室市は加工品ですよね。魚介類の。そこで獲れたものではない

のですよね。集めて来ると思うのですけれども、それも一つの方法かもしれませんが、

本町の場合は、まず自分のとこで獲れている、自分で作っている。それが今売りになっ

ていると思うのです。そのことを含めて長いふるさと納税ができるようなことを考え

て、今後も進めていきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ８番三上議員。 

○８番（三上浅雄君） ふるさと納税です。４５ページです。先ほど課長からサイトが

４サイトであると。それで、昨年度多かった返礼品は何だったのか。それと、これ以上

サイトを広げていく考えがあるのか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） ４５ページのふるさと納税でございますけれども、まず、何

が１番多かったかというところでいきますと、多い順番で申し上げていきますと、ハー

ゲンダッツが相当占めておりまして、件数で申し上げましても１万件を超えておりま

す。金額にしましても１億５０００万円ですから、ほぼ５割近くでハーゲンダッツでの

寄付というところが今回の特徴となっているかなと思います。その他には、やはりウニ、

それからチーズ、それとコンブ製品こういったところが多いということでございます。 

それからサイトでございますけれども、先ほど申し上げましたように４サイトを利用

しておりますけれども、今現在の現状で申し上げますと、昨年が１億円弱での寄付額だ

ったということで、今回、２サイト増やしたことによる効果もありますし、また楽天か

らの寄付額というのも相当伸びましたので、そういったところでいきますと、現状で考
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えますと今、１４事業所でそれぞれ返礼品の方に出品いただいて、ふるさと納税に御協

力いただいているということでございます。昨年の時点から見ますと、２社３社くらい

事業者は増えておりますけれども、今まず３億円なり、この前後の寄附額に対応する返

礼品こういったところのまず安定的な確保といいますか、御協力いただけるというとこ

ろを前提に考えてございますので、そういったところでは当面この４サイトで状況見さ

せていただいて、もし事業所が増え、返礼品も対応可能だということになっていけば、

サイトのほうも次の段階としては考えられますけれども、現状ではこの４サイトを中心

に進めていきたいなと考えているところでございます。全体としては、今、１４事業所

で１３１の品目で御協力いただいていまして、たまたま今、季節限定のものですとか品

切れがございまして、今１００件ほどサイトに掲載させていただいておりますけれど

も、そういった中で今後４サイトを中心に令和２年度をスタートしていきたいなと考え

てございます。 

○議長（波岡玄智君） 三上議員。 

○８番（三上浅雄君） 当分の間サイトは、４サイトでやってみて納税額を延ばすとい

う考えは今のところない。もっとサイトを広げたらまだ伸びる。返礼品もハーゲンダッ

ツであれば余裕があるのでは。サイトを広げる考えはないのですか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 今言われたように５割ほど占めていますハーゲンダッツはセ

ットですとか、いろいろなバリエーションといいますか、そういうのもありますけれど

も、ある程度供給見込めるかなとは思いますけれども、もう１サイトを増やしたときに、

ほかの商品も掲載されていきますので、そういったところも十分対応可能かどうかも検

証させていただきながら令和２年度に探っていきたいと考えています。 

○議長（波岡玄智君） １１番中山議員。 

○１１番（中山眞一君） ５１ページ、新庁舎建設に要する経費の委託料、役場庁舎機

能移転支援業務委託料６５５万６０００円につきましてお尋ねさせていただきます。  

これにつきましては、新庁舎移転に係る備品や機器の移送配送作業及び管理業務委託

と事業費調べに書いてございますけれども、先日の議員協議会で一部説明もございまし

たが、再度確認のためお尋ねさせていただきたいと思います。 

１２月に新庁舎の引き渡しを受けて、その後に納入備品の搬入をし、そして、仕事納

めが３０日ですので、その後の３１日にパソコン、保管文書の移転、そして１月３日か
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らという事ですけれどもこれはすべて業者任せなのか、それとも職員もある程度出勤し

てやるのかどうか、その辺のことについて、教えていただきたいなと思います。これ、

業者任せで予定通りいけばいいのですが悪天候だとかでできるのかどうかその辺の予

備も考えておられるのかどうかもお知らせいただきたいと思います。 

次に、５１ページ、出納事務に要する経費の派出業務負担金１０８万円。これは、説

明の中では大地みらい信金さんの職員の給料の一部となるということでございますけ

れども、今まで無かったものが、初めて出てきたのですか。去年から。そうですか。ち

ょっと私、去年わからなかった。去年からあったかもしれませんけれども、どういう計

算のもとにこういう数字が出てきたのか。それと、現在この派出所は、税金の納入受け

付けだけなのか、それともほかの仕事があるのかどうか、そしてまた、納税につきまし

ては郵便局が使えるようになったと。そしてまた、コンビニも使えるようなったという

ことになってきていますので、そういう点で業務が減っているのかどうか。その辺につ

いてお知らせいただきたいと思います。 

次に６３ページ、地域振興に要する経費で２番議員さんの方からいろいろと質問がご

ざいましたが、その中でよく理解できなかった部分、報償費、応援大使事業報償５８万

５０００円、そしてまた、旅費の中でファイターズに関連する３４万８０００円。消耗

品費ファイターズ関連３３万円で、バスの借上料は、８月２２日応援に行くということ

でわかりましたが、どういう形なのか、そしてまた、次のページの負担金の中で、応援

大使事業物産展負担金１５万円でありますけれども、これもいつどこでどういう形でさ

れるのか、それに対して浜中町はどういうふうにやってくるのか、その辺につきまして

お知らせいただければと思います。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） ５１ページの庁舎に関連する委託料の部分でございます。こ

れにつきまして議員がおっしゃられるように、先にスケジュール的なものも御説明申し

上げましたけれども、予定としましては、１月６日の新庁舎開所に向けての準備作業と

いうことになりますけれども、職員の出役はという話でございますが、まず引っ越しに

関係するもの、再利用備品含めての移転作業につきましては、すべて業者の方で作業を

していただいて、１月３日からサーバーですとかＰＣ関係のネットワーク部分の機材も

含めて業者の方に移転していただくと。システム担当だとか一部の出役はあるかもしれ

ませんけれども、多く職員の出役の予定は１月５日開庁日の前の日に一連のもの書類も
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含めてですが、それが移転した後、５日に自分が座る机近辺ですとか、持ち込んでいく

書類、ギリギリまで使っていた身の回りのもの、そういったものの整理ということで１

月５日に職員の方には出役いただいて、それぞれ事務の整備を整えて６日の開庁に備え

るというようなことで考えてございます。天候の関係ですが、この時期という天候がど

うなるかというところが、なかなかはかり知れなくて、今のところそれに向けての予備

日ですとかそういったところの考えはございませんでしたけれども、まだその辺のとこ

ろは、直近の天候状況が関係してくると思いますけれども、スライドさせるなり、何な

りという対応は天候によっては考えなければならないかなと思ってございます。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） まず、５３ページ、派出業務負担金１０８万円でござい

ます。令和元年につきましては、補正させていただきましたので、当初と比較しまして

皆増ということでございます。１０８万円の計算根拠でございますけれども、役場に派

出所を置いておりますので、そこに従事していただく信金窓口職員の人件費ということ

で、１名分２７０万円の４０％という計算になってございます。コンビニ収納等が増え

ているので業務的にどうなのかというような御質問だったと思いますけれども、役場へ

来庁された方、直接窓口で支払われるとかそういった形での応対になっていますので、

特に業務が変わっているとは思っていないところでございますので、御理解いただきた

いと思います。 

それと、６３ページ、地域振興に要する経費の関係でございます。本年、北海道日本

ハムファイターズ応援事業に浜中町がやっと当選しまして、１年間この事業を展開して

いく形になってございます。応援大使事業にかかる予算でございますけれども、総体で

１８１万５０００円、計上させていただきました。報償費につきましては応援大使事業

報償ということで、５８万５０００円。内訳は野球教室講師謝金で２０万円。ファイタ

ーズガール町イベント招聘謝金で、町のイベントに来ていただくこちらが２８万５００

０円。それと、応援大使トークショー恐らくシーズンオフになろうかと思いますけれど

も、選手２人来ることになると思いますが、その際の司会の方への謝金でこちらが１０

万円で計５８万５０００円でございます。普通旅費につきましては、３４万８０００円

でございます。応援バスツアーの職員が添乗する分と、なまらうまいっしょグランプリ、

要はドームの前で浜中町の物産展を開くということですけれども、これを両方合わせま

して３４万８０００円の旅費となってございます。それと、需用費消耗品費の３３万円
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は野球ご覧になる方はわかると思いますけれども、その試合にヒーロー賞というのがあ

り、そのヒーロー賞の提供品で３万円。それと、応援ツアーに係る消耗品５万円。それ

と応援大使のグッズでこちら２０万円を予定してございます。それから、トークショー

の消耗品５万円。その他に、需用費の中では食糧費で、応援大使トークショーの時のお

弁当代ということで、食糧費５万４０００円を見ております。さらに、役務費通信運搬

費では４万８０００円、ヒーロー賞の送料でございます。それと、物産展なまらうまい

っしょグランプリの商品の送料２万８０００円で合わせて４万８０００円。車借上料３

０万円につきましては、先ほど答弁をさせていただいたとおりでバス代でございます。

それと、負担金補助及び交付金の中に応援大使事業物産展負担金１５万円ということで

ドームの前で開催することになりますけれども、ブース料を１５万円見ているというこ

とでございます。合わせて１８１万５０００円ですけれども、現在のところ日程で予定

されているのは、８月２２日の応援ツアーのみで他のものにつきましては今後、日程が

確定されていくものと思っているところでございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 中山議員。 

○１１番（中山眞一君） よくわかりました。ただ、５３ページのことだけもう一度お

尋ねします。信金さんの職員の給料４０％で見ているということですけれども、これ出

納のお金を預かる、税金納めていただく、それを受け付ける業務以外の仕事はあるので

すか。それから信金さんも人件費の抑制のためですか４月から浜中支店も１２時から１

時までカウンターの方のシャッターを閉めるというふうに聞いておりまして、それは休

憩時間をみんなが一斉に取るためだと。ATM はそのまま動かすことのようですけれど

も、そんなことも関連しているのかなと思います。ただ、こういうことが始まると、将

来的には役場派出所の中に大地みらい信金の職員がいなくなって出納室で仕事をやっ

ていくことにもなってくるのかなという気もしますがその辺の関連はいかがでしょう

か。 

○議長（波岡玄智君） 会計管理者。 

○会計管理者（酒井美和子君） ５３ページの派出所の職員の業務内容についてまずお

答えさせていただきます。派出所の窓口での収納に係るもの、これは税金、税外金など

公金に関わるものはすべて派出所で受けていただいております。あとほかに例えば、収

入の部分であれば、口座の引き落としをかけている方がいらっしゃいます。それは、ま

ず大地みらい信金の浜中支店に連絡が入りまして、入金案内というものですが、入金案
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内がありましたら、出納室の方で納付書等準備してありますので、その納付書を派出所

の職員に渡して、そしてそれを処理していただく業務がございます。 

それと、支払いの方ですが、口座振替で支払いをする手続を行っておりますが、その

確認業務、それから、例えば職員の旅費とかは現金払いで行っておりますので、その現

金払いの確認などを行っていただいております。あとは支払いに関しては、小切手です

べて支払いを行いますので、伝票をすべて確認していただいて、そして小切手を切って

お渡しするということ。支払いがある日は、毎日そのような業務を行っていただいてお

ります。業務内容といたしましてはそのようなことで、収入と支出に係るすべての確認

と処理を行っていただいております。 

それから４月から大地みらい浜中支店さんがお昼時間にシャッターを降ろすという

ことは、先日支店長がいらっしゃいまして、その話は伺っておりました。その折に派出

所の職員はどうなりますかと確認をとりました。派出所の職員につきましては、従来ど

おり、今までどおり変わりなく業務を行いますからということで確認は取れておりま

す。 

将来的には役場の派出所が無くなるのではないかというお話でございましたが、これ

は昭和５５年に浜中町と当時の厚岸信用金庫様でございますが、指定金融機関の契約書

を交わしております。この中で派出所を設置し、職員を派遣していただいて、公金の処

理をしていただくという契約を行っておりますので、この契約が無くならない限りはそ

のような心配はないのではないかと思っております。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） ５番加藤議員。 

○５番（加藤弘二君） ４９ページの新庁舎建設に要する経費、工事請負費、備品購入

費の内容については、先日、全員協議会での説明もあり議員の皆さんからの質問もあっ

ていよいよ今年末に完成の運びになるところまでこぎつけてきた。それで、役場の職員

も担当者も元々建設にあたっては素人ではなかったのかなと思いますけれどもそれが、

皆さん課長の方々は、一つになってこういうところまでこぎつけてこられたのは大変素

晴らしいとだなと職員の皆さんの力に、私は感謝しております。 

それで、私は１点だけ確認したいことがありまして質問に立ちました。それは、先日、

全員協議会のときに、話題になったのですが庁舎での喫煙については、どうなのだとい

うことで話を聞いたら、若い担当者が庁舎だけでなくて敷地内すべて禁煙ですと。それ

でいきますと。そういう明快な回答をその場ではしてくれたのですけれども。私は、こ
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れは素晴らしいことだなと思いまして、こんなにすばらしいことをやっぱり、議会の中

でみんなできちんと確認したら意義のあるものではないのかなと思いまして、質問して

います。それで質問は、庁舎内のみならず敷地内すべてにおいて、禁煙にした理由は、

どういうところにあってそういう結論になりましたか。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 庁舎内も外の敷地内も禁煙ということで、新庁舎に移った時

にはその様な扱いを考えていると先の全員協議会でお答えさせていただきました。健康

増進法が官公庁についても、原則としては敷地内まで禁煙にするという取り扱いになる

ということで、それをもって当町においても新庁舎に移転した際には、この健康増進法

の趣旨のもとに、庁舎敷地を含めた禁煙をということで取り決めたいと今進めさせてい

ただきたいということでございます。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員。 

○５番（加藤弘二君） 健康増進法、これ１本で禁煙に踏み切ったというのは、やっぱ

り１００点満点の答弁だと思います。なかなか難しいもので禁煙は大変ですし難しい。

やめたと言ってもまたやるしね。そういう点でこれは結論を出すというのは、私にとっ

ては断腸の思いでそういう結論を出したと思うのです。 

要するに、１５０数名の職員の中に、喫煙者もおられることだしね。そういう人の意

見もきちんと聞いてそして、これで進むのだというようなことをあらかじめ確認をとり

ながら、進めてきたのではないのかなと思うのですが、そういう健康増進のためと言い

ながらも、そこに踏み切ることが私は、なかなかできることじゃないと思うのです。そ

ういう点で、上に立つものが職員の意思統一を図るという上でこのまま禁煙で通すこと

ができるのかどうなのかということで、副町長、自信のほどを述べていただきたいと思

いますけど。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（齊藤清隆君） お答えいたします。喫煙者の方には申し訳ありませんが、法

令が改正になりまして、受動喫煙の観点からも、現在の庁舎でも、敷地内禁煙となって

おりますのでそれに倣って、新庁舎になってからもそのように進めていきたいと思いま

す。 

○議長（波岡玄智君） 加藤議員、あくまでも質疑ですから、疑義に対して質すという

ことですから、賛成的な質問というのはあまり質疑になりませんのでそれを勘案しなが
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らどうぞ。 

○５番（加藤弘二君） 今の答弁で、これ以上の質問はやめます。 

○議長（波岡玄智君） ７番成田議員。 

○７番（成田良雄君） ７３ページ、今まで同僚議員も質問しませんので、ふれあい交

流保養センター運営に要する経費、本年度運営負担金４１９３万８０００円計上されて

おります。まず１点は、運営委託を元年度よりスタートしましたけどれも、今年度も同

じ業者での運営委託を考えているのか、その点の答弁願いただきます。また４１９３万

８０００円の予算計上がされていますけれども、その内訳をお願いしたいなと思いま

す。また、運営業務で新たな取り組みもして、利用客も増えております。そういう意味

で今までの利用者数、また、このたびの予算計上に対して、どれくらいの利用者を計画

予定されているのか答弁よろしくお願いしておきます。 

次に７７ページの負担金、北海道鉄道利用促進環境整備負担金、これはＪＲに対して

の、我が町の負担分でＪＲ支援をされているということでございますけれども、１１０

万円を町として負担しますけれども、ＪＲとして利用促進環境整備ということで、ＪＲ

自体も努力していると思いますけれども、やはり花咲線は絶対無くしてはならないと思

いますので、ＪＲとしてどのような努力をしているか、また、町としてどのような要望、

提案をしているのか、その点答弁を願いたいと思います。またモンキー・パンチさんの

ラッピング列車も古くなったと思います。ラッピング列車を今後どうするのか、その点

答弁お願いしたいなと思います。 

次の下の補助金、地方バス路線維持対策補助金、段々金額が上がって、今年度は２４

３８万８０００円となっていますけれども、今後、我が町独自でバスを運行する形でご

ざいますけども、今後のこの補助金はどのようになっているのか、その点もあわせてお

願いします。その下ですけれども、全員協議会でいろいろ説明されましたけれども、公

共交通活性化協議会の補助５３８万６０００円ですけれども今後の、スケジュールをわ

かりやすく答弁願いたいと思います。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） ゆうゆの関係でお答えいたします。まず、業者につき

ましては、指定管理の契約が５年契約となっておりますので、当初の業者と変わってお

りません。それと、管理委託の内訳ですが、管理運営費につきましては、前年同額で年

額３２３３万６９４４円。それと、令和２年度から電気料も支出していただくというこ
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とで、今年度の実績見込み１０４７万２０００円の９割を管理料にプラスするというこ

とで９４２万４８５５円、それと２年度で温泉の成分分析調査が入りますのでその分１

７万６０００円、合計で４１９３万７８０４円の負担内訳となっております。それと、

利用者の見込みですが、令和元年度で見ますと、２月末で前年同期の１５０％の入り込

みとなっております。指定管理の前は、年間およそ５万人だったのですが、既にもう６

万８０００人が２月末で入っております。でありますので利用者の見込みとしてしまし

ては、おおむね７万人程度を見込んでいきたいと思っております。 

それとＪＲのラッピングでございますが、ＪＲに確認しておりますが、もう１年間延

長は可能であると。その後また様子見て検討していきましょうということになっており

ます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ７７ページ、北海道鉄道利用促進環境整備負担金１１０

万円に関連して、ＪＲ北海道の独自の利用促進に係る取り組みはどのような事というよ

うな御質問だったと思います。すべてお話しすると言う形にはなりませんけれども、北

海道こういう土地柄でございますので地域の住民の利用を促進しなければいけないの

は当然ですけれども、住民の数に限りがありますので、そこよりは、インバウンド観光

客の利用を幾らかでも多くということを目指しているようでございます。一番見てわか

りやすいのが、釧路駅、厚岸駅、根室駅でフリーＷｉ-Ｆｉを整備するとか、花咲線に

おいては、別寒辺牛湿原あるいは落石駅で、快速は除かれますけれども、普通列車で観

光客がゆっくり景色を見ていただけるように、ゆっくり走るようなことをしながら、観

光客により多く利用してもらうことを考えているようでございます。 

また、今年、日本ハムファイターズとＪＲ北海道が連携して宣伝をするという取り組

みも実施するようでございます。自治体と連携しながら取り組んでいるものもあります

けれども、ＪＲ独自として取り組んでいる中で見てわかりやすいのは、今言ったような

活動かなと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 総務課長。 

○総務課長（藤山巧君） 同じく７７ページの補助金です。地方バス路線維持対策補助

でございますけれども、２４３８万８０００円で今回計上させていただいております

が、これの算出根拠としまして、令和元年の１０月から今年９月までの実績の予算を計

上させていただいて、釧路バスへ赤字補てん分という表現は適切ではございませんけれ
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ども、その中での不足分を町として、補助するという予算立てになってございます。ま

た、この補助金が増加傾向ということも含めて、一昨年から協議会を設置しまして、町

内の公共交通のあり方を検討してきたところでございます。そういった中ではその下の

公共交通の活性化協議会の補助で令和２年度についても５００万円ほど計上させてい

ただいておりますが、スケジュール的な部分はということでございますが、予定としま

しては、現在担っていただいている釧路バスさんとの協議をこれから整えていくことに

はなりますが、計画としては１０月から本格運行に向けてその中では、乗りやすさです

とかＰＲも含めて交通マップを作成する検討に入りたいなというところもありますし、

また、乗り換えが生じますのでそういったところでは、霧多布線の代替路線の霧多布厚

岸線の乗り換えの整備ですとか、また通学支援、あるいは通院の支援、そういったとこ

ろの乗り換え、乗り継ぎの協議検討も進めるということも、実際の本格運行１０月に予

定するとすればその中で、早期に整えていかなければならないというところでございま

す。 

また、それの延長線上では、例えば、現在でも釧路バスにはルパンのラッピングです

とかされていますけれども、例えば、ＰＲできるようなラッピングですとか手をつけて

いければなというようなところも、計画では持ってございます。あと、現在、ＪＡ浜中

さんの方でもデイサロンということで、独自で運行しておりますけれども、そういった

ところも、ぜひその公共交通の路線に組み込みながら路線の整備も引き続き協議会の中

で検討しながら、全体の路線を形を作っていきたいなと。ですから、いずれにしても、

本格運行を予定している１０月までにこれから早急に協議会と協議しながら、環境整備

をしていかなければならないということで現在進めているところでございます。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○７番（成田良雄君） ７３ページですが了解しました。それで１５０％増えているこ

とでね。町内に観光にも来ているということでございますので、素晴らしいと思います。

そこで運営業者５年間ということでございますけれども、委託して取り組んできた業務

ですけれども、もし新たな業務内容で利用者を促進していく事があれば教えていただき

たい。 

７７ページですけれども了解しました。ＪＲ支援として１１０万円ですけれども、ラ

ッピングも総合計画の中で令和３年度に３００万円の実施計画が載っていますけれど

も、これも話よるとやはり釧網線の方が列車も古くなってそちらの方に、力を入れてい



 - 35 -

るようでございますので、町としてしっかりとまたモンキー・パンチの宣伝にもなりま

すので、必ずラッピング列車が新たに運行をしてほしいことを強く訴えてもらいたいな

と思います。そこで、下の補助金の公共交通活性化が１０月完全運行になると思います

けども、残念ながら我が居住地の浜中駅は定期便が走らなくなる計画でございます。そ

ういう意味で、今までは、浜中町の玄関の駅でございますので、ただ利用者がいないと

いうことで計画的には、定期便が走らないということでございます。今後は茶内駅で列

車と連結して走るということでございます。今後は浜中の玄関口は茶内駅となりますの

で、浜中駅は立派に新築していますけれども、茶内駅は老朽化しています。ましてトイ

レも老朽化ということで、早急に改修、またトイレも一緒にするべきと思いますけれど

も、これもＪＲとの協議でございますけれども、行政として、我が町としてどのように

今後の計画をしているのか。早急に回答出して改修すべきと思いますが、その点いかが

でしょうか。御答弁をお願いしたいと思います。あとは了解でございます。よろしくお

願いします。 

○議長（波岡玄智君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（戸井洋典君） お答えいたします。新たな事業の展開ということでご

ざいますけれども、現在、ゆうゆでは、レストランを開設しております。ただ、浜中町

の特産品を使用したメニューはほとんどありませんので、ホエー豚とか浜中漁協のカ

キ、散布のアサリなど、それらのメニューを開発してくださいということでお願いをし

てございます。そうすることによって町外からの方に浜中の味覚を十分味わえる、そう

いうレストランにしてくださいということはお願いしております。また、今は使ってお

りませんが、太陽市場もありますので、それらを活用して何かできないかということも

検討してみてくださいとは話をしてございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） ７７ページでございます。ＪＲの関係でございますけれ

ども、今後は茶内駅が浜中町の玄関口になるのではないかと。そういった中での駅舎の

整備後はとの質問だと思います。確かに駅舎は新しいにこしたことはないと思いますけ

れども、駅舎、トイレも含めてですけれどもＪＲ北海道の所有でございます。現状とし

てＪＲ北海道ですけれども、そういったハード事業、駅舎を直すとか、建て替える、そ

れから、例えばですけどホームに雪よけのひさしをつけるとか、そういったハード事業

は、現状ではＪＲとしてはできる余力は無いということで伺っております。嫌な言い方
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をすれば、町でやってくれるのならば、それは大変助かるとは言うのですけれども、Ｊ

Ｒの持ち物を単純に町で整備するということにはなりませんので、整備に当たっては、

ＪＲとの協議が必要になってくると思います。ちなみに、浜中駅は半分ずつの持ち分に

なっております。外から見れば一つの駅舎ですけれども、中身には線が引かれておりま

して、駅舎の分と観光案内所分という形で線引きがされているわけですけれども、そう

言った整備の方向性の協議も必要になってくるでしょうし、町で事業をするということ

になると、それ相応の予算が必要になってきます。そういった中で財源が確保できるの

か、浜中町の観光を考えた上で駅舎がどうなのか、そういったことも総体的に考えなが

らＪＲと協議しつつ、駅の整備については、今後の課題なのかなと思っているところで

ございます。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○７番（成田良雄君） 浜中町の今後の観光振興など、一次産業の生産物の付加価値を

高めるためにもやはり行政としてしっかりとＪＲに強く求め、また浜中町でやるのなら

ば、いいですよという回答もいただいていますから浜中駅と同じように茶内駅も半々ぐ

らいの考えでＪＲと協議をしていくことで、早急に実現可能かなと思いますので、土地

はどうかわかりませんけれども、駐車場も手狭だし。そういう意味では茶内駅周辺の整

備もしなければならないと思いますので、その辺を強く訴えていってもらいたいと思い

ますので、再度、明確な答弁をお願いしたい。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） まず、駅の駐車場ですけれども駐車場もＪＲの所有でご

ざいます。そういった中で、除雪については、町の方でやってあげていると。ＪＲの営

業に協力してあげているということでございます。施設ですけれども新しいのにこした

ことはないという考え方があるのですけれども、実は逆の発想もあるのですよ。古いこ

とがいい。観光客を呼ぶのに。実際に駅舎が古いがゆえに番組のロケ地になることもご

ざいます。ですので、発想の転換というのもありますけれども、どちらがいいのかもご

ざいますし、当然、事業をするには財源が必要になってきます。２００万円、３００万

円でできる事業であれば恐れることはないのですけれども、御存じのとおりここ数年、

大型ハード事業をどんどん実施しております。そういった中で、今後の財源見通しがど

うなるのか、当然やるのは容易かもしれませんけれども、その負担をしていかなければ

いけないのは、これからの浜中町を背負う若い世代でありますので、負担がどうなるの
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か、そういうことも考えつつ、先ほど申し上げましたとおり逆の発想で観光客を呼び込

む考え方もあろうかと思いますので、そういったところを総合的に考えた上で、ＪＲさ

んとも相談させていただきたいと。必ずしも浜中駅のように、あるいは姉別駅のように

コンクリート製の駅舎にするのがいいとは必ずしもならないとは思いますので、その辺

も含めて、今後の課題だととらえさせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） はい。次に第３款民生費の質疑を行います。 

暫時休憩します。 

（休憩 午後３時１０分） 

（再開 午後３時３０分） 

○議長（波岡玄智君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第５ 議案第２４号の質疑を続けます。 

９番落合議員。 

○９番（落合俊雄君） 高齢者生きがい対策に要する経費１０５ページ、老人クラブ連

合会補助並びに単位老人クラブ補助に関わってでございます。今、高齢化が進んでいる

中で、いわゆる老人クラブの対象者となる年齢は、大体何歳以上なのか。ひょっとする

と、この議場にいる我々のほとんどがその対象者なのかもしれませんが、実際、老人ク

ラブに加入されている方はどの程度おられますか。あとは、単位老人クラブが今、何団

体ぐらいあるのかをお聞きしたい。中には老人クラブが極端に高齢化してしまって単位

での活動が厳しくなってしまって解散をするというような状況が生まれているように

も聞き及んでおります。実際どのような状況なのか、まず現状をお知らせいただきたい

と思います。そこからお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） １０５ページ、高齢者生きがい対策に要する経費の単

位老人クラブ補助８５万３０００円と老人クラブ連合会補助６２万２００円に関連し

ての質問ですけれども、現在、令和元年度現在での会員数を申し上げますと、連合会４

３６名、１４団体が加入しております。これは道の補助もあるのですが、補助対象は６

５歳以上の方にしております。敬老会は７５歳以上ですが、老人クラブ補助とか連合会

での活動については６５歳となっております。元年度に１老人クラブが、解散したとい
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うお話を聞いておりますので２年度から１３団体になるのかなと思っていますけれど

も、この状況につきましては、新年度のクラブ補助の際に今確認している最中ですので、

そのような状況です。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 落合議員。 

○９番（落合俊雄君） 先ほども申し上げましたが極端な高齢化、要するに老人クラブ

そのものが設立された年代はかなり昔の話でありまして、それから時代の変化、いわゆ

る対象者となる６５歳以上の人達の意識の違いがやはり、そういう時代背景によってこ

ういうものに自分の居場所を求めない。自分は自分でいろんなことができるし、やりた

いことがある形で老人クラブ活動から一線を引いてしまっている部分が見られるよう

な気がします。この２０年近く年１回３月に老人クラブ連合会の芸能発表会が毎年やら

れていたのです。今年は中止になりました。新型ウィルスの関係で。それから東日本大

震災の時にも中止になりました。それ以外は開催していまして、私もその中で年々参加

者含めて、減少している実態をずっと見てきました。これはどうなのだろうと。極端な

言い方をすると、設立当初から入っていた人がもう８０から９０歳になってしまってい

て、昔は冬場に温泉行って泊まって帰ってくるなど、色々な事をやっていたように思い

ますが、今は、それに行ける人がいなくなってしまって、その活動に支障をきたしてい

る。だから単位老人クラブの活動そのものが、年間の活動が、非常に数少なくなってや

れることが無くなってきてしまっている。そういう高齢化によって、若い人という言い

方は変なのですが、いわゆる６５歳以上の人に入らないかと言ったら、やはり敬遠する

のですよね。やはりそういう自分より先輩の人方の世話役みたいな格好で入らなきゃい

けないような感じがどうしてもあるみたいで敬遠するのですね。 

一方で、このままではいけないと、６０歳以上なったら準会員となって、何とかして

老人クラブを支えようという地域もあるのですが、それは余り多くないですね。実際は、

毎年、平均年齢が１歳上がっているだけの状況になってしまっている。こういう老人ク

ラブというものの考え方が設立当初から何十年か経てると変わっていかざるを得ない

のかなと。これをずっとこのまま維持することだけが本当にいいことなのだろうかと。

要するに、担い手がいないのですからね。老人クラブの。これはもう少し、今後は色々

な意見を聞きながらではありましょうけれども、老人の活動に対してもう少し違った角

度からの検討も含めて、再構築することも必要ではないかなと思うのですが、そういう

お考えはございませんでしょうか。 
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○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） 議員のおっしゃるとおり連合会の会長さんとかのお話

を聞くと後継者がなかなか入ってこない。その一因にはやはり、６０歳過ぎても、６５

歳過ぎても一般就労していたり、色々な活動をやられている。なかなか一つの団体に入

ってくるということが少なくなってきたということもあります。活動の内容につきまし

ては、目的としては、老後の生活を豊かなもので、それぞれが健康に気をつけながら社

会の発展ために一緒に頑張っていくと、そういう目的もありますので、やはり残してお

く必要があるのではないかなと思いますので、連合会の悩みはあると思いますけれど

も、連合会は社協で事務局をやっていますけれども、単位クラブの皆さんの意見も聞き

ながら活動のあり方、先ほどの老人クラブ交流芸能大会とかそういう場もあります。こ

れは楽しみにしておられる方もいるので参加が少なくなっている状況もあるみたいで

すけれども、この活動はやはり続けていくべきじゃないかなと思っています。どのよう

な形で支援できるかは、老人クラブ連合会の皆様、あと社協さんの事務局やっておりま

すのでお話を聞きながら対応させてもらいたいなと思っております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 落合議員。 

○９番（落合俊雄君） 私も老人クラブをなくせという極端な話をするつもりはありま

せん。ただ、多くの対象者が参加できるような、そういうものをこれから考えていかな

くてはだめなのではないかと。一定の年齢になった時に同じような年代層と交流の場を

設けることは、大事なことだと思います。ただ、そこに参加するための、参加しやすい

ものを何か作ってあげないと、どうしても出てこないのかなと言う感じはします。これ

からずっと人口は減るけれども高齢化は進みます。この６期の計画でも高齢者の人口は

変わらないですよね。置き換わっていくだけなのです。大体３分の１が６５歳以上とい

う世界が１０年後に生まれそうなのですね。その人達が元気でいることは大事な要素で

ありますけれども、そういう人達が何らかの形で関われる事を求めたほうがいいのでは

ないのかなと。今こういう単位老人クラブとかにただ、まかせっきりで本当にいいのか。

その辺が将来的に心配だという思いがありますので、今後色々なことを検討しながら、

この高齢者対策を考えていただければなと思います。 

町長もたまに３月の老人クラブの芸能大会には、御挨拶に来賓としておいでになって

いる姿を何度かお見掛けしております。残念ながら挨拶が終わったら居なくなるのです

が。そういう中で何回か行っていると、来場者の数が減っているとかそういうものがわ
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かるわけですよね。もう昨年あたりから、午前中少し延長したら終わってしまう。元々

は昼食を挟んで２時間ぐらいでやっていたものが、昼食を取らないでやったら１時前に

終わってしまう。これぐらい参加者が減ってきている。来場者も減ってきている。こう

いう状況を見ていると、やはり何か違うことを考えなければいけないのかなと率直に思

うのです。私は一日そこに居ますから。そういう部分では、確かに町長の若者とも対話

も大事ですが、こういった高齢者の現状をじっくりとご覧になっている上で、一体どう

するべきかをしっかり今後考えていただきたいと思いますが、最後にいかがですか。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） お答えになるかどうかわかりませんけれども、町内で一番敬老会

に出席しているのは、私だと思っています。敬老会だけは一番大事な会ですから交流会

は早く帰りますけれども、敬老会はきちんと最後まで居て参加しています。老人が多い

のですよね。９０歳近い人もいれば、６５歳も老人だとすれば、この差というのはこれ

は埋められないですよ。常に感じていたのは、敬老会に今まで来賓席にいた同年代の人

たちが、違う席に移っている。そういうぐらいの差なのです。今、確かに敬老会でおじ

いちゃんおばあちゃんに花を渡してくださいというのがあったのですけれども、その時

のおじいちゃんおばあちゃんは、私たちと同じ年代の人たちだったのです。本当のリボ

ンをつけている人たちには、花がいかなかったのです。そこの人達に頼むからそのこと

は行事から外せと。次からは本当に敬老しているおじいちゃんおばあちゃんに花がいく

ようにしたらどうかという話です。ですから、私どもの年代も実はおじいちゃん、おば

あちゃんですが、その上にいるのです。これは難しいと思うのです。ぜひこれから若い

人も含めて、やっぱり老人の方々が元気になれるようなことを検討しなさいと担当課長

に私は言おうと思いますが、発想を変えて、考え方を変えてやったらどうか。老人クラ

ブと言っても、大きな年代差の中で運営するとすれば、ひょっとしたら１部、２部に分

けるとか、難しいかもしれませんけれども、その差が激しいですから、考えなければな

りませんし、検討していきたいと思います。回答にならないと思いますけれども、１番

敬老会に行っている町長がそう感じていますので、よろしくお願いいたします。また相

談に乗ってもらいたいと、多分皆さん方は相談に乗ってくれる人達だと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） １番川村議員。 

○１番（川村義春君） ２点についてお尋ねをいたします。９１ページ、その他社会福
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祉に要する経費の町社会福祉協議会補助についてであります。予算的には、３３９７万

５０００円ということで、前年対比で８０万円ほど増えております。この８０万円増え

た内訳とあわせて聞きたいのですけれども、昨年の９月定例会で一般質問をしておりま

すが、社会福祉協議会の体制強化ということで、事務局体制の正職員の現状２名を３名

体制にすべきでないかということで、将来のことを含めて、社会福祉協議会は浜中町の

分身であるということからお尋ねをしました。町長からの答弁については、理解するけ

れども人材を探して来いと。探してきたら予算つけるよと。端的に言ったらそういう話

でありましたが、その後どのようになっているのかも含めてお尋ねをしたいと思いま

す。現状分析をしたいと思います。よろしくお願いします。 

それと１０３ページ、社会福祉法人浜中福祉会に要する経費の負担金補助及び交付

金、社会福祉法人浜中福祉会補助、これについては、２５０５万２０００円の予算計上。

前年は１２８３万９０００円で対比すると１２２１万３０００円増えているわけです

が、前年は本部事業費が２１２万２０００円、施設備品が５０４万円。処遇改善、看護

師等の処遇改善、これで５６７万７０００円ということで予算の説明がされていたと思

いますが、本年度の予算内訳２５０５万２０００円の説明をいただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） ９１ページ、その他社会福祉に要する経費の負担金補

助及び交付金、町社会福祉協議会補助３３９７万５０００円。８０万円の増について、

まずお話しさせていただきたいと思います。このたびの内訳につきましては、まず社協

運営費の補助で、２５１２万５０００円。これは前年対比９５万円の増となります。そ

れと、介護センターの運営費に８１０万円。これは１０万円の減となります。それと介

護プランセンターの運営費に７５万円。これは５万円の減となります。合わせて３３９

７万５０００円です。 

９月定例会の一般質問の時にお話しされた社協の事務局体制の進捗状況ですけれど

も、まず社協さんでは次の事務局長候補、今の係長を次年度の次長にして、まず次を担

ってもらうということと、それと今、社協関係者なのですが、その部分で人材を探して

おりまして候補の方が見つかったということで聞いています。ただ、人件費の部分で言

うと、まずいきなり正職員という形ではなく、資格もある程度とっていただいて、その

後に正職員とするとのことです。また、本人の適性も見なければならないので、いきな

り正職員ではなく臨時職員としてその方を雇用し、その後人物評価をし、資格も取った
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後、町の方に相談したいという話までは聞いています。男性職員の予定だということで

聞いていますので、将来に向けて少しずつ目途がついたのかなと思っております。 

それと１０３ページ、社会福祉法人浜中福祉会に対する補助金です。２５０５万２０

００円。１２２１万３０００円の増になります。内訳を申し上げますと、本部の運営費

が２０６万４０００円。前年対比５万８０００円の減です。あと施設整備費ですけれど

も、このたびは６３万８０００円で、備品の方は非常灯改修だけで来ております。４４

０万２０００円の減となっております。それと介護職員支援金等補助などの人材確保補

助ですけれども、１６０万円ということで補助します。昨年の人件費の補助等支援は合

わせて５６７万７０００円ですので、その分で４０７万７０００円の減になります。そ

れと、このたび新規に野いちごの経営支援分で２０７５万円の補助をすることにしてお

ります。これについては町長の方に経営支援の要請がありました。その経過としては、

野いちごさんの収入減、大きく言いますと、満床にできてないという状況がありまして、

今までは基金を取り崩しながら運営してきたと。去年のベースいうと５０００万円を超

えたということで３０年度５０００万円の基金を取り崩したという状況がありました

ので、今年度、実際、野いちごさんで満床にできないことによる収入減のうち、全額で

はなくある程度野いちごさんにも持っていただきながら、２０７５万円という数字を出

しまして、この度経営支援という形で対応していきたいと思います。引き続きも満床に

向けての努力をしてくださいということでの対応になっています。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） ９１ページの社会福祉協議会補助金の関係については、わかり

ました。ただ、後段の事務局長候補の話ですけれども、見つかったということでよかっ

たなと私は思っているのですけれども、資格を取ってから正職員ということで、今のと

ころは臨時職員だと。賃金雇用という形になるのですか。今でいう会計年度任用職員と

いう形か。それと、何歳ぐらいの方なのかも教えていただきたいなと思います。今の事

務局長さんもあと何年かで定年だと聞いていますので、急いでいるのかなと思っていま

すが、その資格を取るのは、どういう資格を取ればいいのか。その辺も含めて改めて教

えてください。 

それと、１０３ページの内訳ですけれども、本部事業費が２０６万４０００円で、施

設備品も非常灯だけで６３万８０００円。それから処遇改善が去年５６７万７０００円

だったのが１６０万円に減っていると。そして新規に経営支援ということで２０７５万



 - 43 -

円ということのようですけれども、その処遇改善は満床になれば歳入として入ってきま

すよね。入ならいからこの分は赤字になって、基金５０００万円を取り崩しても足りな

いからこの分助成するのだと。それはわかるのですが、やはりマンパワーが不足してい

るから満床にできないのであって、そのマンパワーを増やすためにその支援を、処遇改

善をしたと私は思っているのですよね。２～３年前に野いちごの職員と議会と協議する

場がありまして、その時にいろいろな話を聞いて、処遇改善をしてやるべきだと。そう

いう制度を作って補助してあげたはずなのですよ。それは今も継続して補助されている

のかどうかも確認しておきたいと思います。その辺よろしくお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） まず、９１ページです。社会福祉協議会の事務局体制

の話ですけれども、まず事務局長候補の方は、内部昇格です。内部昇格でその方の下に

つく要は係の方、若手を探している状況です。その方は３１歳と聞いています。処遇に

ついては、役場と違って非常勤職員で日額給からスタートになるということで聞いてい

ます。そこに通勤手当などが付きます。社協さんではその手当を少し割り増しする考え

のようです。その辺は内部の理事会で整理して、内部の資金で当面はしのいで、実際に

町にお願いするのは正職員となる時です。 

また、資格の部分ですけれども、その方は福祉の経験がないのですけれども、経済学

系の大学を出ているというお話は聞いていますので、経理関係は明るいのではないかと

いう話をしています。直接ヘルパーさんをやるわけではないですが、ヘルパー資格をと

って、介護なり福祉の部分の基本的なその知識をまず取得してもらうということになる

と思いますし、社会福祉主事はとっていただきたいと、そこまでは社協さんで支援して

いきたいという話ですので、社協さんの方で面倒見るという話はされています。着実に

育てたいと聞いているところです。 

１０３ページの福祉会の処遇改善の部分ですが、実は令和元年度も実際は、６７万７

０００円だけしか助成していません。実は、介護保険の制度の中で看護職については賦

課されているし、それと去年の１０月から制度としてさらに割り増しということで、介

護報酬の中に入ってきているので、野いちごさんとしてはその財源を使って待遇改善等

に充てているのでということです。去年から実は介護職については一切補助しておりま

せん。元年度は、非介護職、看護師さんだとか、栄養士さんとか介護保険法で加算がさ

れない方について、６７万７０００円を助成していたという結果です。処遇改善につい
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ては、野いちごさんの方で対応するということでしたから、今年度からは、処遇改善と

いう形の数字が無くなって、介護職員の支援補助金ということで、要は確保のための就

業交付金、就学資金とかの制度に対しての補助ということで１６０万円、件数は８件の

２０万円、この分だけ補助させていただくということで、野いちごさんからの要望等を

踏まえて本年度の予算の方はお願いしているところです。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） 浜中福祉会の補助の関係ですけれども処遇改善を数年前にして

介護職とか、あるいは保健師さんとか、あとは居宅介護支援員とかまだいますよね。そ

ういう人方の処遇を改善するということで、マンパワーをまず増やすことが１番だと。

そうしないと満床にならないし介護報酬も入ってこないということから、そういうこと

をやったはずなのですよ。それが野いちごさんの経営のやり方なのだろうと思うのだけ

れども、その介護報酬に処遇改善の部分が入ってきているからいいのだと。だけど、全

体的な決算の状況からといって５０００万円の繰り入れをして、基金を支消しながらそ

れでもなおかつ２０７５万円足りないからそれを支援してくれと。２０７５万円中にそ

ういうものも入っているのではないですか。その介護の支援も。お金には色がついてな

いからね。そうではなくて、行政の方から野いちごに支援する部分は明確にした方がい

い。私はそう思うのですよ。これは、マンパワーを増やすために助成するのだ。処遇改

善だよと。そうしないと看護師が集まらない。私はそう思うのですよ。その辺の見解を

実際に診療所の所長やっていましたので。副町長どう思いますか。 

○議長（波岡玄智君） 副町長。 

○副町長（齊藤清隆君） ただいまの御質問にお答えをいたします。浜中福祉会への補

助の関係でございますけれども、これは予算見積りの際に浜中福祉会からの要望を受け

て予算計上しておりますので、経営支援で２０７５万円ということです。その前段で基

金取り崩し５０００万円との話がありましたが、これは基金取り崩しを続けると無くな

るというのがありまして、それを改善するのに支援してくれという話でございましたの

で、新年度については取り崩さずにこの２０７５万円で凌ぐと理解はしておりました

が、町側の意見がどうのこうのではなくて、あくまでも福祉会のほうでの計画のもとに、

予算計上しておりますので、御理解を願いたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） 先ほど５０００万円と言いましたけれども、今回２０
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００万円を町で助成します。野いちごとしては、単純に３０００万円は、基金をさらに

崩さなければならないという状況になります。ただ、実は３０年度は一番入所者が少な

かったのです。インフルエンザとかで４０人台前半でしたので。今、４７床まで来てい

ますので、若干そういう部分では、５０００万円までは２年度は赤字にならないのだと

判断しておりますが、基金が減っていく実態もありますので今回２０００万円。議員が

おっしゃるとおり処遇改善の色分けをきちんとしたほうがいいのではないかというお

話だと思います。過去に特勤の部分などそれを財源にしてやったということもあります

ので、もう少し具体的に２０００万円のうち、この部分は処遇改善に充ててくださいと

かそういったお話はした方がいいのかなと思っております。野いちごさんがうちの方で

なんとかしますと言っても全体の中で総括されて、今やられている数になってしまった

ので、町としての支援の在り方、議員がおっしゃるのはそこだと思いますので野いちご

さんの施設長とお話させてもらいながら、初めての支援金の算定の仕方だったので、そ

の辺の細かいところまではこの２分の１補助してくれないかとの事から始まったので、

実は待遇改善の話までならなかったものですからその辺も含めて協議させてもらいた

いと思いますので、御理解いただければと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ２番田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） ９３ページ、重度心身障がい者医療費助成に要する経費の扶助

費、９９９万８００円、これは、１級から３級の方への医療費かなと思うのですが、前

年度１１４９万６０００円でした。これは、この３月補正でも減額補正されていません。

その中で１２５万６０００円が減額になったということは、どういうことですか。対象

者が、減ったという判断で金額を減らしているのかなと思うのですが、対象数を前年度

実績で教えてください。それと、９９ページです。その他障がい者福祉費に要する経費、

これも扶助費です。特定疾患患者等通院交通費助成です。これは透析患者が透析治療に

行かれる場合の扶助費と捉えております。それで、対象者数とこの扶助費とは別に、社

協の移送サービスで透析に行かれる方もおられると思うので、そちらの数も教えていた

だきたいと思います。 

それと、１０３ページ、今の野いちごなのですが１番議員が納得したので僕は聞きま

せんけれども若干関連ですけど、この度のコロナの関係で確認させてもらいたいのです

けれども、当然この面会の制限など対策は万全を期しているのだろうと思うのですけれ

ども対策内容等がわかれば教えていただきたいと思います。 
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それと同じく１０３ページの在宅福祉に要する経費、これも扶助費であります。認知

症高齢者介護手当７２万円。これは、在宅におられる高齢認知者を家族の方が介護して

いる場合の手当と認識するのですけれども、前年度が４６万円。実績から考えても２６

万円増えています。それでこの対象件数とその１件当たりの扶助額、支給額は幾らなの

か教えてください。それと同じく在宅福祉に要する経費の敬老バス等利用料は、支給２

４５万円。これは前年１３０万円。これが約、倍になっていますが増額した要因を教え

ていただきたいと思います。 

それと１０５ページ、介護予防自立生活支援に要する経費の委託料、高齢者在宅支援

委託料１２５０万６０００円。これは、いろいろな支援サービスがあると思うのですが

外出支援ですとか、何項目かあったと思うのです。前年度の実績を教えていただきたい

と思います。これは、実人数と延べ人数も出ているのであれば教えていただきたいと思

います。 

１０７ページ、放課後児童クラブ運営に要する経費の工事請負費、施設改修工事９９

万５０００円。これの内容、どういう改修をするのか教えてください。 

１１５ページ、常設保育所運営に要する経費の工事請負費、霧多布保育所乳児室のエ

アコンの設置ということで、今年度へき地保育所３つも含めて、猛暑対策ということで

エアコンの設置かなと思うのですけれども霧多布保育所の乳児室だけなのか、ほかの部

屋の対応はどうなさるのか伺います。お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） ９３ページ、重度心身障がい者医療費助成に要する経費

の扶助費に関連する御質問にお答えをさせていただきます。まず、今現在の重度心身障

害者の対象者数でございますけれども、２月末時点で９０名になってございます。扶助

費につきましては、算定方法といたしまして、人数自体は、大きな増減はございません。

ただ、この扶助費を算定する際に過去３カ年の１人当たりの平均を掛け合わせて算定を

しております。昨年度は、２７年度から２９年度までの３年平均で１人当たり１１万６

０００円という単価でございます。ただ、今年度については、１人当たりの医療費の３

カ年平均２８年度から３０年度までですと１０万４０００円の算定になっております。

実際にその扶助費が次第に落ちてきているということもあって、それが予算額に反映さ

れているということで御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 
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○福祉保健課長（渡部直人君） その他障がい者福祉に要する経費、９９ページの特定

疾患患者等通院交通費助成２７１万５０００円の現在、特定疾患は透析以外も入ってい

ますけれども、この方々は全部で２６人います。そのうち透析の方が８名となっていま

す。それからその他に社協さんで送迎をしている方が現在５名いますので、あわせて、

１３名の透析患者と把握しているところです。 

それと１０３ページの浜中福祉会のコロナウイルス対策ですけれども、面会謝絶は既

にやっております。インフルエンザ等もありましたので、４月ぐらいからかなり制限を

しているみたいですけれども、聞きましたら、外部からの方も含めてインフルエンザ対

策のマニュアル等もありますけれども、それに準じた形でさらに徹底をしているそうで

す。２月の頭ぐらいにデイサービスを１回止めたという経過もあります。やはりちょっ

と様子見ようということで。ただ、町内での発生も無かったので分散という形でデイサ

ービス利用を週１回に抑えながら２月の２週目あたりからやっていると聞いておりま

すので、やはり濃厚接触、集団になるというのが、持っている方がいたら広がる可能性

があるということで対策はされていると聞いております。 

その下の在宅福祉に要する経費の認知症高齢者介護手当ですけれども、１カ月１万円

の支給になります。現在４人おりまして、新規２人分を見込んで６人分の年間１２万円

でありますので、７２万円支給になる内容になっております。それと、その下の敬老バ

ス等利用料支給の内容ですけれども、昨年まで２５００円でした。それが、本年度５０

００円ということで、倍にしております。内容としましては、ゆうゆの入浴券と、くし

ろバス、ＪＲ、それと今調整中ですけれども、タクシーも入れるということで、広く社

会参加していただく目的もあります。それと、公共交通の関係もありますので、その辺

で使っていただければなと思っていますし、１０月から運行形態が変わりますので、そ

れについてもこの券を使えるような形で共通券という形で、今、事務をこの議会終了後

に合わせて内容も含めて調整している最中であります。 

次に１０５ページですね、介護予防自立生活支援に要する経費の高齢者在宅生活支援

事業委託料１２５０万６０００円の内訳ですけれども、まず、高齢者事業団に対する除

雪サービス事業費、これが３０万円です。それと、高齢者在宅生活支援事業ということ

で社協さんに１２１５万円。その内訳としましては自立支援で６８０万円、外出支援で

５３５万円という形になっております。２月末の利用状況ですけれども、自立支援は１

１名、外出支援２４名で合わせて３５名になっております。実人数は資料がないので後
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ほどお知らせしたいと思います。 

１０７ページの放課後児童クラブの運営に要する経費の施設改修工事９９万５,００

０円の内容ですけれども、茶内放課後児童クラブにエアコンを設置するということで考

えております。やはり昨夏かなり暑くなって熱中症の心配があって、冷風機入れました

けどなかなか十分な効果が得られないので、この度、業務用のエアコンを入れて、置型

ですけれどもその設置の経費になっております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 

○保育所長（梅村純也君） １１５ページの工事請負費の説明をいたします。霧多布保

育所のエアコンは乳児室、０歳１歳の子供が入っている部屋のみでございます。当初は

遊戯室、広場という言い方するのですが、そちらの方の話もあったのですが、事業費が

かなりかさむということと、先般の議会の方で、霧多布保育所の建て替えについての話

も出たということで、今回は見送らせていただいた状況であります。以上でございます。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） ９９ページ透析患者ですが、今回改めて聞いたのは、前回、僕

は自前というか浜中町でできないでしょうか、ということで一般質問をさせてもらって

いるのですけれども、医師の確保、看護師の確保で実現にはかなり難しいなという中で、

実は先日の大吹雪の時に、私は８時過ぎに職場である整備工場に行ったところ、整備工

場の前にいっぱい車が停まっているのですよ。話を聞いたら透析に行く人たちだという

話を伺いました。要は国道も止まって、道道も止まってという状況でした。それで今、

国道が開通するのを待って多分、厚岸に行かれるのだろうと話をしていて、そこに社協

さんのバスに乗って、同じように透析に行かれる方が来ました。僕もずっと見ていたわ

けではないので、いつの間にか居なくなっていました。話を聞くと除雪関係者の先導で

行ったとのことでした。要は何を聞きたいかというと、今回のような交通障害あるいは

交通障害が起こるくらいの吹雪によって、倒木等によって通信機器、電話等も不通にな

る場合もあるのかなという心配をした時に、除雪業者に依頼して透析患者さんのところ

は優先的に誘導するという、そういう体制ぐらいまでなっているのだろうと思うのです

けれども、要は透析は１日あるいは２日置きになるのだろうと思うのです。今日はどこ

どこの方が透析に行くというくらいは、町で押さえているのか。あるいは社協の方で押

さえているのかなという中で、仮に電話が不通になった場合、今、多分携帯持っている

から、そういう心配はないのかなと思いますが、その辺の体制はどうなっているのか確
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認をさせていただきたいと思います。 

それと介護予防支援ですが、書きとれないのもあるし、さっきショートステイは入っ

てなかったし、ですので後ほど昨年度の実績を示していただければと思います。これは

除雪サービスにしても、外出支援にしても、サービスを受ける要件、例えばその要支援

者１ないし２に認定されなければ受けられないというような、そういう縛りがあるのか

どうか。確認をさせていただきます。 

それと、放課後児童クラブについて、茶内児童クラブは窓も無い穴倉みたいなところ

なのですが、昨年冷風扇を買ったのだけれども、それじゃ対応できないだろうというこ

とで今回エアコンになったのかなと思うのですけれども必要ですね。それで、クラブに

入所できる要件、多分共働き世帯、要は学校から帰ってきても保護者がいないというよ

うな要件もあるのかなと思うし、あるいは例えば４年生まで等、年齢的な要件はあるの

かどうかも確認させていただきます。それと、今現在の霧多布と茶内の人数、この児童

クラブを利用している人数を教えていただきたいと思います。 

あと、霧多布保育所のエアコンは、今回予算の関係もあって乳児室だけとりあえず設

置ということだったと思いますが、移設の話まで答えてもらうとは思わなかったのです

が、霧多布と茶内で一時預かり保育実施していますよね。前年度の利用実績でこれは、

聞くところによると、前の日の何時までに予約というか、利用したい旨の連絡をしない

とだめなのですという話を聞いて、例えば当日、本当に突発的に何かこう、どうしても

子供の面倒見れないというような状況があった場合の対応は、そこら辺は臨機応変にで

きるものなのかどうか。確認させていただきます。以上お願いいたします。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） まず、９９ページの特定疾患患者等通院交通費助成に

関連しての透析患者への対応の話ですけれども、実は社協さんと連絡しながらやってい

たのですけれども実際、次の日はいけるだろうという判断で朝に出発したのですけれど

も、通行止めという形になっています。実は、事前にわかっていれば前の日から泊まる

ということはやっていたのですけれども、今回はお互いに話した中で、前の日の対応が

できなかったということで、今後は早目の対応をしましょうねという話をしています。

それと個人で行っている方、月・水・金曜日に行っている方が、今回はたまたま金曜日

でしたので金曜日に厚岸に行っている方がおりました。釧路に行っている方もおりまし

たけれども、その方々も前の日から釧路に行かれて翌日透析に行かれると。あと１名の
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方は家から出ること自体がちょっと厳しかったので、事前に土曜日に変更してもらった

ということがあって、救助要請等も含めてありましたけれども開発局とも連絡しながら

除雪業者に入っていただいたということで、これは取り決めというか救助要請はしてル

ール化されてるようなので、今回の優先的に走っていただいたと。それで患者さんがま

とまって行かなければならなかったものですから、時間的に皆さんの集合時間、社協さ

んがそうですけれども、家から出てそこまでに行く時間で結構早い人であれば７時３０

分前から行っていたみたいです。それで実際迎えの車が向かっていったのが８時３０分

位でしたので１時間半位はあそこに車が集まって一遍に行ったと。それの連絡をしなが

ら、電話番号も確認しておりますので連絡するような体制にはしていくということで

す。それと今回たまたま行動が先になってしまっていましたから、事前の確認を前の日

からでも確認が必要と思っておりますので、今後はそのような対応をさせてもらってい

ますし、その体制にはいつ通院する曜日かというのは担当課で把握しておりますので、

その辺の対応をしていきたいと思います。 

それと外出支援と自立のサービス対象者ですが、一応６５歳以上の高齢者、またその

高齢者世帯で慢性疾患とかになっている方、身体障がい者の方など、該当者については

移動手段の確保が困難だというような要件があります。一般的に包括支援のほうで把握

してケア会議等で、なかなか自分で車を運転できないというような状況になると、通院

や買い物の利用について対応させてもらっております。 

それと自立支援ですが、ヘルパーさんで洗濯など家事援助という形になりますのでそ

の辺も家庭での生活に支障をきたす人については、６５歳以上の高齢者の支援もしてい

るところであります。 

それと児童クラブの関係ですけれども、現在の登録人数は霧多布放課後児童クラブが

３２名、茶内児童クラブが３４名で合計６６人になっております。この要件は１年生か

ら６年生までという形になっております。他の町では、例えば４年生までというところ

もあるのですけれども、浜中町では全学年対象です。それと要件の中では家庭で養育・

保育ができないという共稼ぎの方とか、ひとり親の方という形になりますし、あと、あ

る程度大きくなると子どもが来ないというケースもありますが、スポーツ少年団に入っ

たりとかいろいろな部分で活動が多くなりますので、年齢が上にいけばいくほど少なく

なっていく状況です。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 保育所長。 
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○保育所長（梅村純也君） 一時預かり保育の状況ですが、まず、平成３１年度の実績

としましては、延べ人数が３月までの見込みで２６２件となっております。茶内の方が

圧倒的に利用が多いものですから、霧多布の場合は月に４件程度と考えられるので大体

４８件引いていただければ残りが茶内ということになるのかなと。後ほど正確な数字出

させてもらいます。申し込みの時間の関係ですが、一応議員がおっしゃったとおり、午

後３時まで前日のということなのですがそれは弾力的に、職員のいる限り受けておりま

す。それと突発的に利用が必要な場合も、柔軟に対応しております。ただ、最近一時預

かりを利用される方が多くて規則上は、月７回まで利用できるということになっている

のですが、それが平均すると大体５回ぐらいしか利用できないような状況にもなってお

ります。あと、今回コロナの関係で通所自粛させていただきまして、その間一時預かり

についても休止ということにしたのですが、どうしても病院に行く都合で、一時預かり

できないと困る保護者がいらしたので、２８日だったと思うのですが１件だけ預かりま

した。この５日からまた通所自粛期間を延長させていただいたのですが、一時預かりも

原則的には休止ということにさせていただいたのですが、事情のある方は受けますとい

うことで、安心メールで皆さんには流しております。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） １点確認させてもらいます。予防自立支援の要件は、要支援の

認定等はいらないと理解していいのかなと思います。要は包括支援センターの方が、受

けられる、受けられないという判断をされるのかなというふうに受け取ったのですが、

その認識でいいのかどうか。要は困難でもいろいろ個人差があって、足が痛い、腰が痛

い、色々な個人差がある中で、特に除雪なんて僕でもゆるくないくらいなのですけれど

も、要はもっともっと困難な方はたくさんおられて、でも何とか自分でなさっていると

いう方もいる中で、果たしてそういう方でも利用できるのかなという思いがあるのでち

ゃんとした要件があるのであれば、示してもらいたいなと思う中で聞いたので再度答弁

願います。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） 自立生活支援サービス、外出支援サービスの関係です

けれども、基本的には先ほど包括さんでということで、要支援とかそういうことが必要

だという方に対応していますので、何らかの要支援１とか２とか障がいをお持ちの方と

かそういった部分になっていますので、そこは要件としては必要になってくるというふ
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うに思っています。要支援者が、最終的にはその困り度とかに合わせてケア会議、調整

会議ありますのでその中で、状況説明していただいて、必要だという判断しています。

援助が必要だという部分の判定をさせていただきます。 

それと、除雪サービスなのですが、なかなか今回のような場合では、高齢者事業団に

委託していますので本当に玄関先だとかしかできない状況で、今回の大雪ではかなり時

間もかかって、その日は全然入れなかった状態です。手かきなものですから、高齢者事

業団自体も限界があるということで、なかなか除雪サービスも広げていけないという状

態で機械除雪で対応しなければならなく、道路に面したところですと、土木係の方にお

願いして、取り付け道路までは業者の方に入ってもらうとかそういうことで、例えば先

ほど出てきました透析患者さんですとなかなか厳しいので、玄関先近くまで入っていた

だくということもあります。優先的にそこは、曜日等もありますけれども、対応させて

いただいている状況がありますので、なかなかニーズにすべて答えることができないと

いう状況ありますけれども、相談があった場合には状況確認させてもらいながら、対応

させていただきたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ５番加藤議員。 

○５番（加藤弘二君） ８７ページの民生委員に要する経費のところで質問させていた

だきます。生活保護の係は浜中町にはないのですよね。釧路市には生活保護課というの

がありまして、申請すればそこで検討して、どうすれば生活保護が受けられるかという

ところまでやってくれるのが生活保護課なのです。例えば、借金があったらこの借金を

どこか相談するところに行って釧路市であれば、暮らしごとという相談する場所があっ

て、そこに行って借金を無くしてから生活保護申請してくださいと、保護課ではそうい

うふうにして指導しています。それから、車を持ってはいけませんよというのがありま

す。市街地では、バスやいろいろな交通機関がありまして、通院や買い物に車を持って

ない人でも行けます。ところが、浜中町では車を運転しちゃいけませんよと言われたら、

なかなか生活できないのです。それで今回、車を持つことはできませんが、車を無くし

たら生活保護を受けさせますという話になったのですが、その人は湯沸の奥の方に住ん

でいて、買い物に出てくるのも、それから通院するのもなかなかできない。生活保護を

受けるのに借金をどうして返したらいいのか分からない。それから車が無ければ生活で

きないということから、生活保護を受けることを断念しました。それで、このことにつ

いては、福祉保健課長もこの２件については、知っていると思うのです。相談しました
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から。その点からすれば、私は、浜中町で生活保護を受けたい時に借金している部分に

ついてはそれを無くする。例えば自己破産だとか、返済計画をきちんとつけてとか。そ

ういう形で浜中町のいろいろな制度を利用して、生活保護を受けさせるようなシステム

にならないのか。あるいは、車が無いと買い物や病院に通えない。そういった事が私は

あると思うのです。例えば、福祉課の中の介護度を見てもらって、この人は介護制度に

則って、週１回の買い物に連れて行ってもらう。あるいは週２回買い物に行って、病院

に連れて行ってもらう制度があるわけですよね。そういう浜中町役場で持っているいろ

いろな制度を使って、これを満足させなければ生活保護を受けられないといった場合

に、途方にくれて生活保護を受けることをあきらめてしまうのですよ。そういう実態を

先月私は見てきましたのでね。そういう問題を庁内で解決できるような、そういう方法

はできないものかどうかという質問です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） 生活保護の一般的な相談ですけれども、これについて

は福祉保健課の福祉係の方が担当ですので、ここで相談を受け付けていますし、民生児

童委員さんがその地域の実情、相談事例をもとに生活保護の相談をするというケースも

あります。決定権については、社会福祉事務所、町村の場合は北海道になりますので、

道の社会福祉課の方で決定となります。詳細な調査は実際そちらでやって、基準があっ

て決まるという形になります。私どももできるだけ家庭の困りごとの状況を相談に乗り

ながら、それに合わせた支援が何かないかと。これは本当に悩みです。先ほど車の話も

ありましたけれども、既存の制度で何か支援でないかというのは、皆さんで相談しなが

らやっている状況です。先ほどの方も保護辞退、申請しなかった方にも継続的にお話は

させてもらっておりますので、引き続き困り事がありましたら、福祉係の方に相談して

いただきながら、地域に２２名の民生児童委員さんおりますので、連携しながら困って

いる方の支援をしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（波岡玄智君） ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 次に、第４款衛生費の質疑を行います。 

１番川村議員。 

○１番（川村義春君） １１９ページの厚岸郡広域救急医療体制負担金、これについて

は厚岸町との協定に基づいて、支出をしているということですけれども、収入不足額の
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２０％人口割で、患者数割を８０％で算定しておりますが、令和２年度予算については、

患者数割は何人で算定しておられるでしょうか。ちなみに平成３０年度は４３６人、元

年度は４３５人で算定しております。 

それと、１２５ページ、基金積立金、医師処遇改善準備基金積立金、残高については

３０年度末で６７６万６０００円だったと思いますが、現在の積立金は幾らになってい

るでしょうか。将来の退職者の慰労金の原資なると思いますので、金額を教えていただ

きたいと思います。 

それと１３３ページ、ごみ減量化対策に要する経費の資源物リサイクル活動奨励交付

金でありますが、これは基本割が６万円、戸数割が５００円、回収割ということで金額

は１２２万８０００円という内容だと思いますが、聞きたいのは、すべての自治会で資

源物リサイクル活動を実施しているのかどうか伺います。要は環境を良くするというこ

とで、資源物をきちんと集めて、それに対する報償的な意味合いで奨励金を交付してい

るわけですけれども、やっている自治会もやっていない自治会もその基本割、戸数割分

は、多分もらっているのではないかなと思っています。車が無い、トラックが無いだと

かでやっていない自治会もあるでしょうけれども、例えば一斉清掃の時に、地域で集め

たものを町の車両で持って行ってもらうだとかの仕組みによっては、参加できるのでは

ないかなと思っているのですが、その辺の考え方をお知らせいただきたい。 

１３５ページ、その他清掃に要する経費の委託料で、一般廃棄物処理基本計画策定業

務委託料、これについてはごみ処理基本計画改定に伴う策定業務委託ということです

が、これは最終処分場もあと何年使えるかわからないわけですし、そういった部分も含

めて委託をするのか。詳細について説明をいただきたいと思います。 

それから１３７ページ、じん芥処理に要する経費の可燃ごみ焼却委託料であります。

これについては、根室市への委託ということで、可燃物の焼却については、平成３１年

度の単価が２万４３１０円、本年度２万５７４０円ということで１４３０円の増。焼却

量は１,７００トンと変わらずということです、元年度と比較してですね。それで委託

料的にいくと元年度４０９５万１０００円で本年が４３７５万８０００円ということ

で、２２８０万７０００円の増。焼却灰ついては、比較すると３３０円減っているので

すが、埋立料が３６トンふえている。それで、金額的に１１万１０００円の増というこ

とで、総額でいくと２９１万８０００円増えているということになります。それで、根

室市との協議について、過去３カ年の施設の修繕費用の実績それから、今後、令和２年
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以降の施設修繕費の見込みを踏まえて、処理単価の引き上げが提案され、合意に至った

ということだと思うのですけれども、交渉の経緯について担当課のほかに理事者も、出

向いて相談しているかどうか。実は、根室市のごみだけではあの施設の維持は、到底無

理であって・・・ 

○議長（波岡玄智君） ちょっとお待ちください。 

本日の会議時間は議事の都合によってあらかじめ延長します。どうぞ。 

○１番（川村義春君） 浜中町のごみが持ち込まれることによって、円滑な処分場の運

営がなされているということを、私は聞いていました。それで、当時は副町長にも行っ

てもらいましたし、そういった中で、ぎりぎり交渉しました。浜中町のごみも行ってい

て当時は焼却灰についても、頭に入れながら車も用意したりしたのですけれども、焼却

灰の処理はいいですよと言われたこともある。それでずっと来ていて、最近になってか

ら焼却灰も含めて、委託の中に算定されるようになりました。ですから、私はいいなり

ではなくてどういう経過でぎりぎりにせめぎあいをしてこれに決まったかという事を

聞きたいのですよ。そういった経過があるのかどうか、それを聞いておきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（波岡玄智君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡部直人君） １１９ページの広域緊急医療対策に要する経費、厚岸

郡広域救急医療体制負担金、１８７０万７０００円、前年対比５５万６０００円増の算

定内訳について説明申し上げます。議員のおっしゃるとおり、緊急医療体制を厚岸郡で

維持するために、厚岸町立病院の救急医療業務にかかわる収支不足額を負担金の基準額

として、人口割と患者割により、２町の協議によって負担し合っているところでありま

す。 

今年度の算定につきましては、平成３０年度の実績をもとに算定されております。そ

の算定額、全体の分担金額が６８６２万７０００円となっております。実はこの額、赤

字額が増えていますけれども、やはり厚岸町でも救急の医師確保がなかなかできないと

いうことで非常勤の医師を、釧路あたりから招聘したり、遠くは本州からも来ていると

いうことですので、この分で赤字経費が増えているという状況にあります。この分の６

８６２万７０００円の２０％を人口割として、浜中町が３８．３％の５２５万６８２８

円になります。人口割がこの額になります。それと患者数割８０％になりますけれども、

８０％分が１３４５万８９２円となります。患者数で申し上げますと、両町全体で１,
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６５６人の方が、緊急外来と夜間と土日の分でかかっていますけれども、そのうち浜中

町が４０６名ということになっており、若干減っております。この救急外来の分で２４．

５％という形になっております。この分の算定が先ほど言いました１３４５万８９２円

ですので、人口割との合計で１８７０万７０００円が今回の分担金の額となります。分

担金構成割合は２７．３％となりまして、昨年度より１．４ポイント下がっております

けれども、全体の赤字額が増えたことによって、前年度対比で５５万６０００の増とい

う形になっております。 

続きまして１２５ページ基金積立金、医師処遇改善準備基金積立金ですけれども、元

年度末の状況でいきますと、８２６万７０００円の積立残高になっております。以上で

す。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） １３３ページ、ごみ減量化対策に要する経費の負担金補

助及び交付金、資源物リサイクル活動奨励交付金の関係についてお答え申し上げます。

議員がおっしゃられましたとおり、こちらの交付金につきましては、団体基本額、それ

から戸数割にプラスして活動した資源物の量に基づいて、交付金を自治会の方に支出す

る仕組みになっております。令和元年度におきましては、現時点での状況ですけれども、

１５自治会となっております。この制度が創設されてから、平成２２年度から拾ってみ

ますと、平均すると約１７自治会という状況です。おおむね１７自治会が取り組んでき

ていただいた状況になってございます。 

続きまして１３５ページ、その他清掃に要する経費、委託料、一般廃棄物処理基本計

画策定業務委託料の関係でございます。こちらにつきましては、現行の基本計画につき

ましては、平成２０年度から平成３４年度までの１５カ年計画でございました。 

今回前倒しをして、処理基本計画を策定しようという理由につきましては、まず１点

としまして、今の基本計画の策定当時から、例えばごみの分別の関係だとか、ごみ処理

の本町の現状、可燃ごみについては根室市へ運んでいる、そういったごみ処理に関する

その現状も変わってきている事と以前にも話しましたけれども、今後、新たな最終処分

場の建設も考えていかなければならない、そういったことも踏まえて改めて、令和３年

度から令和１２年度の１０カ年計画で、新たな処理計画を策定しようというものでござ

います。こちらについては、ごみ処理の関係もそうですけれども、生活排水処理の関係

についても併せて、策定をしていきたいという考えでございます。 



 - 57 -

続きまして、１３７ページ、じん芥処理に要する経費、委託料、可燃ごみ焼却委託料

の関係の御質問でございます。実際に先般の全員協議会でも、処理単価が上がる、焼却

灰については単価が下がるのですけれども、そういうお話をさせていただきました。実

際には、協議につきましては事務方が出向いて協議をして、それを持ち帰って報告をさ

せていただいた上で、予算提案をさせていただいたということでございますので、御理

解いただきたいと思います。 

○１番（川村義春君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） １１９ページ、１２５ページはわかりました。１３３ページの

リサイクル奨励金ですけれども、平均１７自治体がずっとやってきたと。１５自治体が

今現在実施していると理解していますけれども、２８自治会あるうち１５自治会のみ

と。１５自治会というのは回収率の部分だけに関してですよね。それで、その基本割、

戸数割の部分は、これは格差というか一生懸命やっている自治会もやっていない自治会

ももらえると。極端なことを言ったらですよ。一生懸命やっている自治会は、どうして

やっているかと言ったら、自治会運営の費用にもなるし、子供会方に回してやっている

自治会も中にはあるのですよね。そういった貴重な財源なのですよ。それを濡れ手に粟

でもらっている自治会があって、一方で一生懸命やっている自治会がある。これはどう

なのだろうという疑問が当然出てくるのですよ。その辺を例えば、基本割だとか戸数割

の単価を調整するだとかは、将来的に考えてみる必要があるのではないかなと。確かに

家庭で出るごみは、分別してやっているから同じなのだという考え方もあると思います

が、その辺の考え方をきちんと整理する必要があるのではないかと思いますので、その

辺も含めてお答えいただきたい。 

それから、１３５ページの計画策定の部分については、今度令和３年から令和１２年

の１０年計画を作ると。この中には最終処分場も含めて、検討されるということですか

ら、しっかりした計画を作っていただきたいと思います。 

それから、１３７ページ、可燃ごみの委託の協議の内容ですけれども、事務方でやっ

てきたと。能力ある職員ですから、それで良いと言えばよいかもしれませんが、向こう

から提案をされて、それをそのまま鵜呑みにしてきている。それをうちの理事者もその

まま認めたということなのでしょうね。予算査定等ではそうではなくて、キャッチボー

ル的にこの単価を示されたけれども、うちのごみがいかないとお宅も困るでしょうっ

て。そういうことも含めて、そういったやりとりはなかったのですか。この辺だけもう
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一度お聞かせください。 

○議長（波岡玄智君） 町長。 

○町長（松本博君） ごみ減量交付金の関係で、ご質問にお答えいたします。これは前

長谷川町長の時代にこの交付金制度ができました。できた経緯というのが、その当時、

各自治会で管理している公共施設の管理の関係で、電気料ですとかそういう料金を一時

期負担してもらった時期があります。財政再建の関係で、厳しい状況になってきてそこ

から交付金制度というのが始まったのです。１番の始まりは、しっかり自治会で負担し

てもらっているのです。逆にその応援の意味も含めてこの制度が始まって、本日まで来

ている。そういう意味で、今、お話がありましたけれども、確かにやっているところと

やっていないところがある。ただ、歴史的に見てごみの分別も含めるとすれば自治会で

もやっている。今言われたすべてが同じでいいのかと、出している分については、評価

されていますけれども、ただ、以前だったら物自体が高かったのですね。物自体が、プ

ラスティックにしても、スチールにしても、価格は高かった。それほど余り気にもしな

いで出しているところは、自治会運営に貢献しているということになって良かったと思

うのです。でも今は、その価格が下がってきているのも事実であります。その意味から

すると余りそのことが評価されていないのかなということだと思っています。その意味

からすると。少し検討もしないといけないかなと今思っております。この新年度の予算

の中で、変える、それは難しいと思うので今後そのことについて検討はすべきかなと思

っているところです。ただ、このことについて、すべてもらっているのですが、そうい

うところも含めて自治会の中でも協議してもらおうかなと、連合会の中でも協議しても

らおうかなと思っています。 

次に、根室市とのやりとりでありますけれども、しっかり担当者同士で今日まで決め

てきてもらったと思っています。議員曰くこのことについて、せめぎあいがあったかと

いうことをいうと、担当者同士の中でもせめぎあいは余りなかったのかもしれません

が、ただ私どもが行くとすれば、今後向こうの市長さんも出てこなければならない。そ

うなってくると、今議員が言われたとおり、うちだってごみ出しているじゃないかと。

そうなるとせめぎあいどころか、ケンカになってくるような気がするのです。行くのは

いいですけれども、せめぎあいという話までならないと思うのです。根室市と合意して

今の単価が決まるのだと思っています。担当者は、そういう意味からすると一生懸命や

って今日まできています。どうしても行けということであれば行きますけれども、根室
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市で来なくていいと市長が言うかもしれませんが、この辺は今年度はどうしようもない

ですけれども、明年度の中では少し検討の余地はあるかなと。また、根室市長さんとも

会って、話していきたいと思います。ただ、根室市長さんとの関係は、ＪＲの関係、そ

れとコンブの関係、ＩＱの関係で根室市の市長が会長、副会長は浜中町長になっていて、

会っているのです。確かにゴミの話はしませんが、お互いに、いつもお世話になってい

ますとやり取りしているところであります。どうしてもということであれば、また決意

を込めて、せめぎあいに挑もうかなと思っていますが、今後検討させていただきます。 

○議長（波岡玄智君） 川村議員。 

○１番（川村義春君） 町長から答弁もらいましたので、終わればいいのですけれども、

リサイクル活動については確かに単価下がっているのですよ。単価が下がっている中

で、１５自治体が一生懸命やっていることの認識を新たにしてほしいなと思います。そ

れだけ言っておきます。 

それと、根室市との交渉ですけれども、せめぎあいをやれと言う話は、元の間では随

分議論しました。それで最終的には副町長に行ってもらったり当時の石垣さんが副市長

でしたから、石垣さんと面談しながらこの辺までどうでしょうかという話は、ケンカで

はないですよ、あくまでも協議ですから、その中でやってきた経過がありますから、ど

うでしょうかという話です。今、事務方の職員は一生懸命やっていますから、それに対

しては、言いませんけれども、一方的に押しつけられてこうなったのであれば、これは

もっともっと検討をする余地があるのではないかという話ですから、逆に、御理解をい

ただきたい。私の言っていることに対して。 

○議長（波岡玄智君） 今の質問の中で、一方的に押しつけられたのですか。そのこと

が聞きたいみたいだから、はっきり答えてください。浜中町の名誉のために、御答弁願

います。 

町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） はい。押しつけられたかどうかという御質問でございま

すけれども、あくまで提案を受け、当然内容もこちらが納得できないような言い方もご

ざいませんし、やはり常日ごろ根室市の可燃ごみの焼却につきましては、根室の委託業

者それから根室市の市民環境課と連携を図っていますので、決してそのようなことはな

いという認識でおりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） この件について質疑応答を終わります。次の方はどうぞ。先ほ
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ど言いましたが無用なサービス答弁はいりません。核心的な答弁をお願いしますと申し

上げましたので、質問者の方も、私どももその点について留意しながら、御質問いただ

きたいと思います。 

２番田甫議員。 

○２番（田甫哲朗君） １点だけ１３５ページと１３９ページのじん芥処理に要する経

費とリサイクルセンター管理運営に要する経費で前年度、臨時職員賃金あるいは作業員

賃金ということで計上されていましたが、今年は会計年度職員で出てくるのかなと思っ

ていたら、両方ともこの部分がざっくり無くなくなっているのですよ。それで、例えば

最終処分場なりどこかの部分で職員をまとめているのかなと思いながら見ていました

が、この方たちの、要は処遇と言いますか、実際作業に当たる現場として、もし無くな

るのであれば困るであろうし、この行方だけ教えてください。 

○議長（波岡玄智君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金澤剛君） 賃金の関係で答弁申し上げます。予算説明の中で若干触

れさせていただきましたけれども、会計年度任用職員の予算が報酬若しくは委託料また

は給与費でということになっております。去年までおりました通常の臨時職員の分につ

いては報酬で予算措置をさせていただいております。日額賃金を月締めでお支払いして

いた臨時職員については報酬、月額賃金で支給していた嘱託職員については、本年度よ

り給与費で予算措置されております。今の衛生費ばかりではなくて、一般会計、各特別

会計共通事項でありますので、そういうことで御理解いただきたいと思います。今の分

については、ほぼ同額程度、給与費で措置されているということで御理解いただきたい

と思います。ちなみに、予算書給与費のページを開いていただければいいと思うのです

けれども、２７１ページ、給料で会計年度任用職員２２４１万円と載っております。こ

この中に含まれておりますし、また、職員手当では期末手当ということでここに計上さ

せていただいております。それに伴いまして、給与費明細も１ページ増えているという

ことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） ７番成田議員。 

○７番（成田良雄君） １３５ページの需用費の印刷製本費、この内容を説明願いたい

と思います。また町長の執行方針中に、今年は浜中町ごみ分別ガイドブックを改訂して、

分別の徹底を図ると。ですからこのガイドブックの印刷製本費なのか。そして、そのガ

イドブック改定するとのことですが、何時から実施をし、そしてまた、主な変更はどの
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ようなものがあるのか。その点、まとめて質問しますので、御回答をお願いします。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） １３５ページのその他清掃に要する経費の需用費、印刷

製本費についてお答え申し上げます。まず、この予算につきましては、４２７万４００

０円でございますけれども、細かくなりますけれども、燃えるごみの４０リットル、こ

れの経費が２２６万２７００円です。それから燃えるごみの２０リットルが８９万１０

００円、毎年作成している浜中町ごみ分別ポスターが１０万９８９０円。先ほど御質問

のございました浜中町ごみ分別ガイドブックにつきましては、２,７００部で単価が３

４０円の１０％の消費税で１００万９８００円ということで計上させていただいてお

ります。ごみ分別ガイドブックにつきましては、今年度作成しますけれども、現行お配

りしている、ガイドブックをベースにしながら、いろいろなごみの分別方法だとか、そ

れから、最終処分場への搬入方法、それから、近年、継続的な課題になっております不

法投棄、こういったことも、ぜひともガイドブックに掲載させていただきながら町民の

皆さんに対する意識啓発も兼ねながら作成させていただいきたいと考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（波岡玄智君） 成田議員。 

○７番（成田良雄君） 分別方法とか、そういう項目の変更はないのか。その点だけお

答え願います。 

○議長（波岡玄智君） 町民課長。 

○町民課長（佐々木武志君） 掲載方法等は、基本的には大きな変更はございません。

ただし、分別について項目が変わってきている部分がありますので、それが今まで掲載

されてない所もありますので、改めて今回、そういったところも追記させていただきた

いと考えております。 

○議長（波岡玄智君） 次に、第５款農林水産業費の質疑を行います。 

お諮りします。 

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって本日はこれで延会することに決定しました。 
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本日はこれで延会します。 

（延会 午後５時２８分） 


